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に

一

こ
れ
ま
で
の
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緯

（
１
）
情
報
公
開
法
を
め
ぐ
る
議
論

（
２
）
判
例

（
３
）
小
括

二

憲
法
上
の
問
題

（
１
）
裁
判
の
公
開
原
則
と
の
関
係

（
２
）

訴
訟
の
基
本
原
則
」
と
の
関
係

（
３
）
小
括

三

立
法
化
に
向
け
て

（
１
）
従
来
の
提
案

（
２
）
検
討

お
わ
り
に
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は

じ

め

に

本
稿
は
、
情
報
公
開
訴
訟１

）に
お
け
る
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
つ
い
て
、
従
来
の
議
論
を
整
理
し
た
上
で
、
憲
法
上
の
論
点
を
検
討
し
、
あ
わ

せ
て
立
法
の
あ
り
方
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
情
報
公
開
制
度
に
基
づ
く
行
政
文
書
の
開
示
請
求
に
対
し
て
不
開
示
決
定
が
な
さ
れ
、
当
該
決
定
が
訴
訟
で
争
わ
れ
た
場

合
、
不
開
示
事
由
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
情
報
が
実
際
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
、
不
開
示
の
判
断
が
適
法
か
、
部
分
開
示
の
範
囲
が
適
切
か

な
ど
に
つ
い
て
判
断
す
る
た
め
に
は
、
裁
判
官
が
当
該
行
政
文
書
を
実
際
に
見
分
す
る
の
が
最
も
有
効
か
つ
確
実
な
審
理
方
法
で
あ
る
。
し

か
し
、
当
該
行
政
文
書
が
書
証
と
し
て
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
る
と
、
原
告
も
こ
れ
を
閲
覧
で
き
る
か
ら
、
訴
訟
の
意
味
が
失
わ
れ
て
し
ま

う
。
そ
こ
で
必
要
と
な
る
の
が
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
で
あ
る
。

イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
と
は
、
も
と
も
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
用
語
で
あ
り
、
裁
判
官
が
公
開
の
法
廷
で
は
な
く
裁
判
官
室
に
お
い
て

記
録
を
調
べ
る
審
理
方
法
を
意
味
す
る２

）。
わ
が
国
で
は
、

相
手
方
当
事
者
に
も
そ
の
内
容
を
知
ら
せ
な
い
非
公
開
審
理３

）」、

裁
判
所
だ
け

が
文
書
等
を
直
接
見
分
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
非
公
開
審
理４

）」
な
ど
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
憲
法
の
定
め
る
裁
判

の
公
開
原
則
（
八
二
条
）
や
訴
訟
の
基
本
原
則
と
の
関
係
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
あ
り
、
わ
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
実
施
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
裁
判
所
は
一
般
に
、
行
政
文
書
を
直
接
見
分
す
る
こ
と
な
く
、
推
認
等
に
よ
っ
て
不
開
示
事
由
該
当
性
を
判
断
し
て
い
る５

）。

イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
意
味
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
二
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
現
行
法
上
も
、
文
書
提
出
命
令
の
決
定
手
続
に

お
い
て
、
裁
判
所
の
み
が
文
書
を
見
分
す
る
制
度
は
存
在
す
る
（
民
事
訴
訟
法
二
二
三
条
六
項
等
）。
し
か
し
、
こ
の
手
続
（
一
般
に
「
イ

ン
カ
メ
ラ
手
続
」
と
呼
ば
れ
る
）
は
、
証
拠
調
べ
を
裁
判
所
の
み
が
行
う
上
記
の
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
と
は
区
別
さ
れ
る
。
本
稿
で
検
討
す
る

の
は
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
み
で
あ
る
。
第
二
に
、
上
記
の
定
義
の
う
ち
、
審
理
の
「
非
公
開
」
に
つ
い
て
は
、
非
公
開
の
法
廷
で
行
わ
れ
る

と
い
う
意
味
か
、
当
事
者
に
非
公
開
と
す
る
と
い
う
意
味
か
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
後
者
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
。
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以
下
で
は
、
情
報
公
開
訴
訟
に
お
け
る
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
整
理
し
た
上
で
（
一
）、
憲
法
上
の
二
つ
の
論

点
、
す
な
わ
ち
、
裁
判
の
公
開
原
則
及
び
訴
訟
の
基
本
原
則
と
の
関
係
を
検
討
し
（
二
）、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
立
法
化
す
る
上
で
の
問
題

点
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
（
三
）。

一

こ
れ
ま
で
の
経
緯

情
報
公
開
制
度
の
整
備
は
、
国
よ
り
も
地
方
に
お
い
て
先
行
し
た
が
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
不
服
申
立
て
が
な
さ
れ
た
場
合
に

諮
問
を
受
け
る
第
三
者
機
関
（
以
下
「
情
報
公
開
審
査
会
等
」
と
い
う
）
が
設
け
ら
れ
る
の
が
一
般
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
情
報
公
開
審
査
会

等
に
お
い
て
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
行
う
必
要
性
は
早
く
か
ら
認
識
さ
れ
て
お
り
、
明
文
の
規
定
を
欠
く
場
合
で
も
、
資
料
提
出
要
求
権
限
な

ど
を
根
拠
に
、
運
用
上
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
が
行
わ
れ
て
い
た６

）。
一
九
九
九
年
の
行
政
機
関
情
報
公
開
法
制
定
に
際
し
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
が

情
報
公
開
審
査
会
の
権
限
と
し
て
明
文
で
規
定
さ
れ
（
同
法
二
七
条
）、
さ
ら
に
、
二
〇
〇
五
年
の
個
人
情
報
保
護
関
連
法
の
制
定
を
契
機

と
し
て
、
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
権
限
と
さ
れ
て
い
る
（
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
法
九
条
）。
地
方
公
共
団

体
に
お
い
て
も
、
こ
れ
に
な
ら
っ
た
規
定
を
お
く
と
こ
ろ
が
多
く
な
っ
て
い
る７

）。

こ
れ
に
対
し
、
裁
判
所
に
よ
る
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
つ
い
て
は
、
憲
法
の
定
め
る
裁
判
の
公
開
原
則
（
八
二
条
）
や
訴
訟
の
基
本
原
則
な

ど
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
あ
り
、
明
文
で
規
定
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
判
例
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
は

認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
平
成
二
一
年
の
最
高
裁
決
定
に
よ
っ
て
、
立
法
化
へ
の
道
が
開
か
れ
た
と
解
さ
れ
て
い
る
。

情報公開訴訟におけるインカメラ審理（村上）
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（
１
）
情
報
公
開
法
を
め
ぐ
る
議
論

行
政
機
関
情
報
公
開
法
の
制
定
時
に
は
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
見
解
が
あ
っ
た
も
の
の
、
導
入
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。
行
政
改
革
委
員
会
は
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
種
の
非
公
開
審
理
手
続
に
つ
い
て
は
、
裁
判
の
公
開
の
原
則
（
憲
法
第
八
二
条
）
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
考
え
方
が
存

す
る
上
、
相
手
方
当
事
者
に
吟
味
・
弾
劾
の
機
会
を
与
え
な
い
証
拠
に
よ
り
裁
判
を
す
る
手
続
を
認
め
る
こ
と
は
、
行
政
（
民
事
）
訴
訟

制
度
の
基
本
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
ま
た
、
情
報
公
開
条
例
に
基
づ
く
処
分
の
取
消
訴
訟
や
公
務
員
法
等
の
守
秘
義
務
違
反
事

件
の
訴
訟
で
は
、
こ
の
種
の
非
公
開
審
理
手
続
な
し
に
、
立
証
上
種
々
の
工
夫
を
す
る
こ
と
な
ど
が
現
に
行
わ
れ
て
お
り
、
情
報
公
開
法

の
下
で
は
、
不
服
審
査
会
に
お
け
る
調
査
の
過
程
で
得
ら
れ
た
資
料
が
訴
訟
上
活
用
さ
れ
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。」

今
後
、
上
記
の
法
律
問
題
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
か
つ
、
情
報
公
開
法
施
行
後
の
関
係
訴
訟
の
実
情
等
に
照
ら
し
、
専
門
的
な
観
点

か
ら
の
検
討
が
望
ま
れ
る
」

考
え
方
八
（
二
）
イ
）。

こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
導
入
に
至
ら
な
か
っ
た
主
な
理
由
は
、
裁
判
の
公
開
原
則
と
行
政
（
民
事
）
訴
訟
制
度
の
基
本
に
関

わ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

行
政
機
関
情
報
公
開
法
施
行
四
年
度
の
見
直
し
作
業
の
一
環
と
し
て
設
置
さ
れ
た
「
情
報
公
開
法
の
制
度
運
営
に
関
す
る
検
討
会
」
は
、

二
〇
〇
五
年
に
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
導
入
は
見
送
ら
れ
た
。
同
報
告
書
は
こ
の
点
を
次
の
よ
う
に

説
明
し
て
い
る
。

論 説
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現
状
で
は
、
情
報
公
開
条
例
に
係
る
訴
訟
は
相
当
数
あ
る
が
、
情
報
公
開
法
に
係
る
訴
訟
の
件
数
は
多
く
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
も

あ
り
、
憲
法
上
の
裁
判
公
開
（
特
に
い
わ
ゆ
る
当
事
者
公
開
）
の
要
請
及
び
行
政
（
民
事
）
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
平
等
原
則
と
の
関
係

等
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
議
論
が
十
分
熟
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。」

情
報
公
開
訴
訟
に
お
け
る
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
つ
い
て
は
、
審
査
会
の
調
査
審
議
に
お
い
て
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
が
有
効
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
等
に
照
ら
し
積
極
的
に
導
入
を
検
討
す
べ
き
と
の
考
え
方
が
あ
る
。
し
か
し
、
情
報
公
開
法
に
係
る
訴
訟
の
状
況
等
か
ら

そ
の
要
否
に
つ
い
て
現
時
点
で
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
、
必
ず
し
も
法
的
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
が
十
分
熟
し
て
い
る
と

は
い
え
な
い
こ
と
か
ら
、
本
検
討
会
に
お
い
て
結
論
を
出
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
理
論
的
実
務
的
な
今
後
の
蓄
積
を
踏
ま
え
つ
つ
、
引

き
続
き
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
課
題
で
あ
る
と
考
え
る８

）。」。

こ
こ
で
も
、
裁
判
の
公
開
原
則
と
行
政
（
民
事
）
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
平
等
原
則
を
主
な
理
由
と
し
て
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
導
入
が

断
念
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

（
２
）
判
例

イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
つ
い
て
は
明
文
規
定
を
欠
く
こ
と
か
ら
、
判
例
に
お
い
て
は
、
開
示
請
求
の
対
象
と
な
る
文
書
に
つ
い
て
、
検
証
物

の
提
示
命
令
（
民
事
訴
訟
法
二
三
二
条
一
項
、
二
二
三
条
一
項
）
を
申
し
立
て
る
と
と
も
に
、
検
証
へ
の
立
会
権
を
放
棄
す
る
な
ど
し
て
、

実
質
的
な
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
が
争
わ
れ
た
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
最
初
に
判
断
を
行
っ
た
東
京
地
決
平
成
一
六
年
一
二
月
二
一
日
訟
月
五
一
巻
一
〇
号
二
五
七
八
頁
は
、
検
証
物
の
提

示
命
令
等
は
、
所
持
者
が
当
該
目
的
物
を
提
示
す
べ
き
義
務
等
が
な
い
場
合
に
は
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
上
で
、
情
報
公
開
訴
訟

（77-４- ）625 5
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に
お
い
て
開
示
請
求
の
対
象
と
な
っ
た
文
書
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
訴
訟
の
目
的
が
達
成
さ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
、
こ

の
よ
う
な
結
果
は
情
報
公
開
制
度
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
不
合
理
で
あ
る
か
ら
、
被
告
は
当
該
文
書
の
提
示
義
務
を
負
わ
な
い
と
し
、
ま
た
、

原
告
が
検
証
へ
の
立
会
権
を
放
棄
し
た
と
し
て
も
、
検
証
の
結
果
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
調
書
に
と
ど
め
ら
れ
、
記
録
の
一
部
と
な
っ
て
当
事

者
に
閲
覧
謄
写
可
能
な
も
の
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
上
記
の
結
論
は
左
右
さ
れ
な
い
と
し
て
、
申
立
て
を
却
下
し
た９

）。

こ
れ
に
対
し
、
ほ
ぼ
同
種
の
事
案10

）に
つ
い
て
、
福
岡
高
決
平
成
二
〇
年
五
月
一
二
日
判
時
二
〇
一
七
号
二
八
頁
は
、
行
政
機
関
情
報
公
開

法
は
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
全
く
許
容
し
な
い
趣
旨
で
は
な
く
、
行
政
文
書
の
開
示
・
不
開
示
に
関
す
る
最
終
的
な
判
断
権
者
で
あ
る
裁
判
所

が
、
そ
の
職
責
を
全
う
す
る
た
め
に
当
該
文
書
を
直
接
見
分
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
考
え
た
場
合
に
ま
で
、
実
質
的
な
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を

否
定
す
る
い
わ
れ
は
な
い
と
し
て
、
検
証
の
申
立
て
を
一
部
認
容
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
て
最
高
裁
に
抗
告
が
な
さ
れ
た
が
、
最
決
平
成
二
一
年
一
月
一
五
日
民
集
六
三
巻
一
号
四
六
頁
（
以
下
「
平
成
二
一
年

最
決
」
と
い
う
）
は
原
決
定
を
破
棄
し
、
申
立
て
を
却
下
し
た
。
最
高
裁
は
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

訴
訟
で
用
い
ら
れ
る
証
拠
は
当
事
者
の
吟
味
、
弾
劾
の
機
会
を
経
た
も
の
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
民
事
訴
訟
の
基
本
原
則
で

あ
る
と
こ
ろ
、
情
報
公
開
訴
訟
に
お
い
て
裁
判
所
が
不
開
示
事
由
該
当
性
を
判
断
す
る
た
め
の
証
拠
調
べ
と
し
て
本
案
の
判
断
を
す
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
原
告
は
、
当
該
文
書
の
内
容
を
確
認
し
た
上
で
弁
論
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
被
告
も
、
当
該
文
書
の
具
体
的
内
容
を

援
用
し
な
が
ら
弁
論
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
裁
判
所
が
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
結
果
に
基
づ
き
判
決
を
し
た
場
合
、
当
事
者
が

上
訴
理
由
を
的
確
に
主
張
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
上
、
上
級
審
も
原
審
の
判
断
の
根
拠
を
直
接
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
原
判

決
の
審
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
情
報
公
開
訴
訟
に
お
い
て
証
拠
調
べ
と
し
て
の
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
行
う
こ
と
は
、
民
事
訴
訟
の
基
本
原
則
に
反
す
る

か
ら
、
明
文
の
規
定
が
な
い
限
り
、
許
さ
れ
な
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。」
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（
３
）
小
括

平
成
二
一
年
最
決
に
よ
り
、
解
釈
論
で
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
実
現
す
る
道
は
当
面
閉
ざ
さ
れ
た
と
い
え
る11

）。
し
か
し
、
他
方
で
、
同
決
定

は
、
裁
判
の
公
開
原
則
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
は
「
明
文
の
規
定
が
な
い
限
り
」
許
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
の
で
、
素
直

に
読
め
ば
、
立
法
に
よ
る
導
入
は
憲
法
上
許
さ
れ
る
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る12

）。
同
決
定
に
付
さ
れ
た
泉
徳
治
裁
判
官
及
び
宮
川
光
治
裁

判
官
の
補
足
意
見
は
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
が
憲
法
八
二
条
に
反
し
な
い
旨
を
明
言
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
立
法
に
向
け
た
具
体
的
な
制
度
設

計
の
検
討
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
同
決
定
が
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
が
裁
判
の
公
開
原
則
に
反
し
な
い
と
い
う
立
場
に
立
つ
と
し

て
も
、
そ
の
法
的
根
拠
は
明
ら
か
で
な
い
。
ま
た
、
同
決
定
は
、

民
事
訴
訟
の
基
本
原
則
」
を
専
ら
法
律
レ
ベ
ル
の
問
題
と
見
て
い
る
よ

う
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
裁
判
を
受
け
る
権
利
（
憲
法
三
二
条
）
の
内
容
と
解
す
る
説
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
残
さ
れ
た
課
題
は
、
憲
法
八
二
条

及
び
三
二
条
と
の
関
係
を
い
か
に
考
え
る
か
、
そ
し
て
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
つ
い
て
具
体
的
に
い
か
な
る
立
法
を
行
う
べ
き
か
と
い
う
点

で
あ
る13

）。
以
下
で
は
こ
れ
ら
の
点
を
検
討
す
る
。

二

憲
法
上
の
問
題

（
１
）
裁
判
の
公
開
原
則
と
の
関
係

（
ａ
）
裁
判
の
公
開
原
則
に
関
す
る
学
説

日
本
国
憲
法
八
二
条
一
項
は
、

裁
判
の
対
審
及
び
判
決
は
、
公
開
法
廷
で
こ
れ
を
行
ふ
。」
と
定
め
て
い
る
。
そ
の
趣
旨
は
、

裁
判
を

一
般
に
公
開
し
て
裁
判
が
公
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
制
度
と
し
て
保
障
し
、
ひ
い
て
は
裁
判
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
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こ
と
に
あ
る
。」
と
さ
れ
る
（
最
大
判
平
成
元
年
三
月
八
日
民
集
四
三
巻
二
号
八
九
頁
）。
裁
判
の
公
開
の
例
外
に
つ
い
て
、
同
条
二
項
本
文

は
、

裁
判
所
は
、
裁
判
官
の
全
員
一
致
で
、
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
虞
が
あ
る
と
決
し
た
場
合
に
は
、
対
審
は
、
公
開
し

な
い
で
こ
れ
を
行
ふ
こ
と
が
で
き
る
。」
と
定
め
て
い
る
。
従
来
、
こ
こ
で
い
う
「
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
虞
」
は
、
比
較

的
厳
格
に
解
さ
れ
て
き
た14

）。

し
か
し
、
近
年
で
は
、
憲
法
八
二
条
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
た
場
合
に
様
々
な
不
都
合
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
解
釈
に
よ
っ
て
緩
和
す
る
見

解
が
大
勢
と
な
っ
て
い
る15

）。
こ
の
よ
う
な
学
説
と
し
て
は
、
①
同
条
に
い
う
「
公
の
秩
序
」
を
広
く
解
し
、
実
定
法
秩
序
に
よ
っ
て
保
護
さ

れ
た
利
益
が
裁
判
の
公
開
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
場
合
に
は
公
開
を
制
限
し
う
る
と
す
る
公
序
概
念
拡
張
説16

）、
②
憲
法
八
二
条
二
項
に
定
め

る
例
外
事
由
を
例
示
と
解
し
、
裁
判
の
公
開
に
よ
っ
て
支
障
が
生
じ
る
場
合
に
は
こ
れ
を
停
止
し
う
る
と
す
る
例
示
説17

）、
③
イ
ン
カ
メ
ラ
審

理
は
実
効
的
な
権
利
保
護
（
憲
法
三
二
条
）
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
非
公
開
審
理
を
求
め
る
権
利
が
導
か
れ
る
と
す
る
非

公
開
審
理
権
説18

）な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
に
立
て
ば
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
は
裁
判
の
公
開
原
則
に
反
し
な
い
と
解
す
る
余
地
が
出
て
く

る
。さ

ら
に
、
最
近
で
は
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
は
そ
も
そ
も
裁
判
の
公
開
原
則
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
見
解
（
以
下
「
憲
法
八
二
条
不
適

用
説
」
と
い
う
）
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
前
掲
福
岡
高
決
平
成
二
〇
年
五
月
一
二
日
は
、
当
該
事
件
で
申
し
立
て
ら
れ
た
検
証

を
採
用
し
た
と
し
て
も
、

そ
の
証
拠
調
べ
自
体
は
公
開
の
法
廷
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
当
然
に
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
（
な
お
、

申
立
人
も
、
当
該
証
拠
調
べ
が
行
わ
れ
る
弁
論
期
日
に
出
席
す
る
こ
と
は
当
然
に
可
能
で
あ
る
。）、
た
だ
、
申
立
人
及
び
傍
聴
人
が
本
件
不

開
示
文
書
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
上
記
制
限
を
も
っ
て
、
裁
判
の
公
開
に
抵
触
す
る
も
の
と
は

解
さ
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
直
接
的
に
は
検
証
に
関
す
る
判
示
で
あ
る
が
、
よ
り
一
般
的
に
、

憲
法
八
二
条
の
公
開
審
理
の

要
請
は
、
法
廷
の
公
開
を
要
求
し
て
い
る
だ
け
で
、
被
告
の
提
出
し
た
証
拠
を
原
告
に
見
せ
る
こ
と
ま
で
常
に
要
求
し
て
い
な
い
と
解
す
れ

ば
、
真
実
発
見
の
た
め
の
特
段
の
理
由
の
あ
る
場
合
に
は
、
証
拠
共
通
の
原
則
を
制
限
し
て
、
そ
の
証
拠
に
関
し
て
は
非
公
開
審
理
を
導
入
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す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
」
と
の
指
摘
も
あ
る19

）。

（
ｂ
）
検
討

（
ア
）
憲
法
八
二
条
適
用
説
に
つ
い
て

憲
法
八
二
条
の
適
用
を
前
提
と
し
て
、
例
外
要
件
を
緩
和
す
る
学
説
に
対
し
て
は
、
種
々
の
批
判
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
ず
、
近
時
比
較
的
有
力
と
思
わ
れ
る
公
序
概
念
拡
張
説
に
対
し
て
は
、
公
序
概
念
を
そ
こ
ま
で
広
く
解
し
う
る
か
疑
問
で
あ
る
と
の
批

判20
）が

あ
る
。
ま
た
、
人
事
訴
訟
や
知
財
訴
訟
に
お
い
て
は
、
非
公
開
審
理
を
認
め
な
け
れ
ば
訴
訟
の
提
起
や
陳
述
そ
の
も
の
が
困
難
と
な
る

の
に
対
し
、
情
報
公
開
訴
訟
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
状
況
は
な
い
か
ら
、
人
事
訴
訟
や
知
財
訴
訟
と
同
視
し
う
る
か
、
と
い
う

問
題
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
示
説
に
対
し
て
は
、
憲
法
八
二
条
二
項
の
条
文
か
ら
す
る
と
、
例
示
と
解
す
る
の
は
困
難
で
あ
る21

）、
ま
た
、
非
公
開
の
範
囲
を
画
す
る

基
準
が
な
い22

）と
の
批
判
が
あ
る
。

非
公
開
審
理
権
説
に
対
し
て
は
、
憲
法
三
二
条
に
よ
っ
て
実
効
的
権
利
保
護
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
憲
法
八
二
条
二
項
に
定
め

る
条
件
を
外
す
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
と
の
批
判23

）が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
学
説
の
う
ち
、
公
序
概
念
拡
張
説
が
近
年
有
力
で
あ
り24

）、
比
較
的
難
も
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
イ
）
憲
法
八
二
条
不
適
用
説
に
つ
い
て

本
稿
の
冒
頭
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
定
義
に
い
う
「
非
公
開
」
の
意
味
と
し
て
、
こ
れ
が
法
廷
の
非
公
開
を
意
味
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
の
公
開
と
正
面
か
ら
抵
触
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
当
事
者
に
対
す
る
非
公
開
（
閲
覧
の
禁
止
）
を
意
味
す
る
に
す

ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
裁
判
の
公
開
原
則
と
は
本
来
関
係
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
（
こ
の
点
で
法
廷
そ
れ
自
体
の
非
公
開
を
定
め
る
人
事
訴
訟
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法
二
二
条
な
ど
と
は
異
な
る
）。
も
っ
と
も
、
こ
の
説
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
を
要
す
る
点
が
あ
る
。

第
一
に
、
法
廷
を
公
開
し
た
と
し
て
も
、
審
理
が
専
ら
書
面
で
行
わ
れ
る
と
、
裁
判
の
公
開
の
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題

が
あ
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
裁
判
の
公
開
は
「
常
に
口
頭
主
義
を
前
提
と
し
、
口
頭
主
義
の
否
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
公
開

は
あ
り
得
な
い25

）」。
そ
う
す
る
と
、
裁
判
の
公
開
原
則
は
、
本
来
、
証
拠
物
そ
の
も
の
の
公
開
も
要
請
す
る
も
の
と
い
う
見
方
も
で
き
よ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
原
則
は
現
在
の
訴
訟
実
務
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
実
現
さ
れ
て
い
な
い
し
、
条
文
自
体
が
硬
直
的
な
憲
法
八
二
条
に

つ
い
て
、
そ
こ
ま
で
要
求
し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
妥
当
な
解
釈
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
い
わ
ゆ
る
「
当
事
者
公
開
」
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
当
事
者
公
開
と
は
、
訴
訟
関
係
人
に
審
理
の
立
会
、
記
録

の
閲
覧
・
謄
写
等
を
許
す
こ
と
を
意
味
し
、
法
廷
の
一
般
公
衆
へ
の
公
開
を
意
味
す
る
一
般
公
開
と
区
別
さ
れ
て
い
る26

）。
憲
法
八
二
条
が
当

事
者
公
開
を
も
保
障
し
て
い
る
と
解
す
る
と
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
は
こ
の
保
障
と
抵
触
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
一
般
公
開
と
当
事
者

公
開
は
か
な
り
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
ま
ず
、
一
般
公
開
が
裁
判
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
当
事
者

公
開
は
む
し
ろ
当
事
者
の
手
続
保
障
を
目
的
と
し
て
い
る
。
保
障
内
容
に
つ
い
て
も
、
一
般
公
開
は
法
廷
の
公
開
で
あ
る
の
に
対
し
、
当
事

者
公
開
は
、
単
な
る
法
廷
へ
の
出
席
に
と
ど
ま
ら
ず
、
記
録
の
閲
覧
等
も
含
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
法
廷
を
非
公
開
に
す
る
場
合
で
も
、
当

事
者
の
出
席
や
記
録
の
閲
覧
等
を
許
容
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
し
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
場
合
の
よ
う
に
、
法
廷
を
公
開
に
し
た
ま
ま
、
当

事
者
に
記
録
の
閲
覧
等
を
許
さ
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
か
ら
、
両
者
は
必
ず
し
も
連
動
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
一

般
公
開
と
当
事
者
公
開
は
明
確
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
り
、
し
か
も
、
上
記
目
的
か
ら
す
る
と
、
当
事
者
公
開
は
憲
法
八
二
条
の
問
題
で
は

な
く27

）、
む
し
ろ
次
に
述
べ
る
「
訴
訟
の
基
本
原
則
」、
す
な
わ
ち
訴
訟
当
事
者
の
審
問
（
尋
）
請
求
権
な
い
し
弁
論
権
の
保
障
の
問
題
と
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う28

）。

第
三
に
、
よ
り
実
質
的
な
問
題
と
し
て
、
憲
法
八
二
条
不
適
用
説
が
公
開
の
法
廷
に
お
け
る
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と

が
あ
る
。
仮
に
、
文
書
の
性
質
か
ら
、
公
開
の
法
廷
に
お
け
る
証
拠
調
べ
が
不
適
切
な
場
合
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
も
は
や
こ
の
説
で
は
対
処

（77-４- ）10 630

論 説



で
き
な
い
こ
と
に
な
る
（
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
三
（
２
）

ｄ
）

エ
）
参
照
）。

（
２
）

訴
訟
の
基
本
原
則
」
と
の
関
係

（
ａ
）

訴
訟
の
基
本
原
則
」
と
憲
法
三
二
条

平
成
二
一
年
最
決
は
、

訴
訟
で
用
い
ら
れ
る
証
拠
は
当
事
者
の
吟
味
、
弾
劾
の
機
会
を
経
た
も
の
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
民
事

訴
訟
の
基
本
原
則
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
は
「
明
文
の
規
定
が
な
い
限
り
、
許
さ
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
す
る
と
、
こ
の
原
則
を
法
律
レ
ベ
ル
の
も
の
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
最
近
の
学
説
に
お
い
て
は
、
こ
の
原
則
を
憲
法
レ
ベ
ル
の
問
題
と
と
ら
え
る
見
解
も
有
力
で
あ
る
。
民
事
訴
訟
法
学
に
お
い
て

は
、
い
わ
ゆ
る
審
問
請
求
権
な
い
し
弁
論
権
（
裁
判
に
お
い
て
訴
訟
当
事
者
が
自
ら
の
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
保
障
さ
れ
る
べ
き
こ
と
）
が

憲
法
上
保
障
さ
れ
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る29

）。

こ
の
点
を
さ
ら
に
進
め
て
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
（
憲
法
三
二
条
）
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
上
記
の
審
問
請
求
権
な
い
し
弁
論
権
に
は
、

積
極
的
に
自
ら
の
攻
撃
防
御
方
法
を
提
出
す
る
機
能
（
弁
論
権
の
積
極
的
側
面
）
と
並
び
、
手
続
上
の
有
意
的
な
事
象
と
情
報
を
適
時
に
知

る
機
会
が
与
え
ら
れ
う
る
こ
と
（
弁
論
権
の
消
極
的
側
面
）
が
含
ま
れ
る
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る30

）。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
よ
れ

ば
、
最
高
裁
の
い
う
「
民
事
訴
訟
の
基
本
原
則
」
は
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
（
憲
法
三
二
条
）
の
一
内
容
で
あ
り
、
単
な
る
立
法
政
策
の
問

題
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
る31

）。

（
ｂ
）

訴
訟
の
基
本
原
則
」
と
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理

こ
う
し
た
見
解
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
は
審
問
請
求
権
な
い
し
弁
論
権
を
保
障
す
る
憲
法
三
二
条
に
抵
触
し
、
違
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憲
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
憲
法
三
二
条
は
、
他
方
に
お
い
て
、
実
効
的
権
利
保
護
を
要
請
し
て
お
り32

）、
訴
訟
に
お
い
て
イ
ン

カ
メ
ラ
審
理
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
不
開
示
事
由
該
当
性
に
つ
い
て
十
全
な
審
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
実
効
的
権
利
保
護

の
要
請
に
よ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
審
問
請
求
権
な
い
し
弁
論
権
の
制
約
が
許
容
さ
れ
う
る
と
も
解
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
参

考
に
な
る
の
が
ド
イ
ツ
法
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
が
公
権
力
の
行
使
に
対
す
る
実
効
的
権
利
保
護
を
、
同
一
〇
三
条
一
項
が
法
的
聴
聞
請
求
権

（
審
問
請
求
権
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
保
障
し
て
い
る
。
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の
法
的
聴
聞
請
求
権
を
侵
害
す
る
こ
と
か
ら
、

従
来
は
憲
法
に
反
し
許
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
た33

）。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
九
九
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
協
会
事
件
に
お
い

て
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
導
入
を
立
法
者
に
命
じ
る
決
定
を
行
っ
た34

）。
こ
の
事
件
は
、
社
団
法
人
で
あ
る
バ
イ
エ
ル
ン
協
会
の
職
員
が
、
バ

イ
エ
ル
ン
州
憲
法
擁
護
庁
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
同
協
会
の
雇
用
継
続
を
拒
否
さ
れ
た
た
め
、
憲
法
擁
護
庁
に
対
し
て
当
該
調
査
に
係
る

デ
ー
タ
の
開
示
を
求
め
た
訴
訟
に
お
い
て
、
当
該
デ
ー
タ
の
証
拠
と
し
て
の
提
出
を
拒
否
し
た
決
定
等
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
憲
法
異
議
事

件
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
実
効
的
権
利
保
護
と
法
的
聴
聞
請
求
権
の
調
整
の
問
題
と
と
ら
え
、
イ
ン
カ
メ

ラ
審
理
を
認
め
な
け
れ
ば
裁
判
所
は
十
分
な
審
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
実
効
的
権
利
保
護
が
保
障
さ
れ
な
く
な
る
か
ら
、
そ
の
限
り
で

法
的
聴
聞
請
求
権
の
制
限
は
憲
法
上
許
容
さ
れ
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
行
わ
な
い
こ
と
は
基
本
法
一
九
条
四
項
に
反
し
て
違
憲
で
あ
る
と
判

断
し
た
（〔
〕
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
）。

し
か
し
な
が
ら
、
基
本
法
一
九
条
四
項
と
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
を
、
相
互
に
対
立
す
る
も
の
と
捉
え
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、

基
本
法
一
〇
三
条
一
項
の
法
的
聴
聞
請
求
権
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
に
基
づ
く
権
利
保
護
保
障
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
。
両
者
は
同

じ
目
的
に
、
す
な
わ
ち
、
実
効
的
権
利
保
護
の
実
現
と
い
う
目
的
に
仕
え
る
も
の
で
あ
る
…
…
。
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
は
、
諸
々
の
利

益
の
衡
量
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
法
的
聴
聞
の
制
限
を
禁
ず
る
も
の
で
は
な
い
…
…
。
実
質
的
根
拠
に
よ
っ
て
そ
れ
が
十
分
に
正
当
化
さ
れ
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る
と
き
は
、
法
的
聴
聞
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
…
…
。」

し
か
し
、
基
本
法
一
九
条
四
項
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
実
効
的
権
利
保
護
が
、
｜
｜
事
実
の
秘
密
保
持
の
必
要
が
問
題
と
な
る

事
案
の
よ
う
に
｜
｜
法
的
聴
聞
の
制
限
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
よ
る
次
の
よ
う
な
利
益
に
は
、
憲
法
裁
判
所
の

判
例
の
意
味
で
の
〔
法
的
聴
聞
請
求
権
を
制
限
す
る
た
め
の
〕
十
分
な
実
質
的
根
拠
が
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
裁
判
所
が
す

べ
て
の
文
書
を
見
分
し
、
こ
の
見
分
に
基
づ
い
て
、
秘
密
保
持
の
利
益
が
存
在
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
優
越
し
な
い
か
に
つ
い
て

の
結
論
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
利
益
が
そ
れ
で
あ
る
。
個
々
人
の
権
利
保
護
に
仕
え
る
法
的
聴
聞
請
求
権
は
、
そ
の
限
定
的
な

放
棄
が
個
々
人
の
権
利
保
護
を
例
外
的
に
改
善
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
権
利
保
護
を
否
定
す
る
た
め
に
持
ち
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
当

事
者
の
権
利
保
護
を
受
け
る
地
位
を
弱
め
る
た
め
で
は
な
く
、
上
記
の
要
件
の
下
に
お
い
て
の
み
、

イ
ン
カ
メ
ラ
」
手
続
は
基
本
法
に

適
合
す
る
。」

わ
が
国
に
お
い
て
も
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
に
お
い
て
、
憲
法
三
二
条
は
、
訴
訟
当
事
者

に
対
し
、
手
続
上
の
有
意
な
事
象
と
情
報
を
適
時
に
知
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
を
要
請
し
て
お
り
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
は
こ
の
点
で
問
題
が

あ
る
。
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
認
め
な
け
れ
ば
、
裁
判
所
が
開
示
決
定
等
の
適
法
性
を
十
全
に
審
査
で
き
な
い
場

合
に
は
、
憲
法
三
二
条
の
保
障
す
る
実
効
的
権
利
保
護
が
果
た
せ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
実
効
的
権
利
保
護

の
要
請
に
よ
っ
て
審
問
請
求
権
な
い
し
弁
論
権
を
制
限
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
が
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
、
と
解
す
る

わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
憲
法
三
二
条
が
審
問
請
求
権
な
い
し
弁
論
権
を
保
障
し
て
い
る
と
解
し
た
と
し
て
も
、
イ
ン
カ

メ
ラ
審
理
を
合
憲
と
見
る
余
地
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
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（
３
）
小
括

以
上
の
よ
う
に
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
関
し
て
は
、
憲
法
八
二
条
と
三
二
条
の
適
用
が
問
題
と
な
り
う
る
。
そ
し
て
、
解
釈
と
し
て
は
、

①
憲
法
八
二
条
と
三
二
条
の
い
ず
れ
も
適
用
さ
れ
る
、
②
憲
法
八
二
条
の
み
が
適
用
さ
れ
る
、
③
憲
法
三
二
条
の
み
が
適
用
さ
れ
る
、
④
い

ず
れ
の
規
定
も
適
用
さ
れ
な
い
、
と
い
う
選
択
肢
が
あ
り
う
る
。

こ
の
う
ち
、
憲
法
八
二
条
に
つ
い
て
は
、
そ
の
適
用
を
前
提
と
し
て
、
例
外
を
認
め
る
考
え
方
と
、
そ
も
そ
も
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
考

え
方
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
問
題
は
あ
る
が
、
不
適
用
説
も
一
応
成
り
立
ち
う
る
と
解
す
る
。
憲
法
三
二
条
に
つ
い
て

は
、
そ
の
適
用
を
前
提
と
し
て
、
実
効
的
権
利
保
護
の
要
請
と
の
調
整
と
し
て
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
が
許
容
さ
れ
る
と
の
立
場
を
と
る
。
そ

う
す
る
と
、
本
稿
は
さ
し
あ
た
り
上
記
③
の
立
場
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

三

立
法
化
に
向
け
て

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
（
本
稿
一
（
３
））、
平
成
二
一
年
最
決
は
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
は
「
明
文
の
規
定
が
な
い
限
り
、
許
さ
れ
な
い
も

の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
立
法
に
よ
る
導
入
は
憲
法
上
問
題
が
な
い
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
以
下
で
は
、

こ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
た
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
関
す
る
立
法
の
提
案
を
概
観
し
た
上
で
、
主
要
な
個
別
の
論
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と

に
し
た
い
。
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（
１
）
従
来
の
提
案

こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
た
提
案
と
し
て
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
「
情
報
公
開
法
（
試
案
）」

以
下
「
日
弁
連
試
案
」
と
い
う
）、
同
連

合
会
の
「
情
報
公
開
法
の
見
直
し
に
あ
た
っ
て
の
裁
判
手
続
に
お
け
る
ヴ
ォ
ー
ン
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
手
続
及
び
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
導
入
の

提
言
」

以
下
「
日
弁
連
提
言
」
と
い
う
）、
民
主
党
「
情
報
公
開
法
改
正
案
」

以
下
「
民
主
党
案
」
と
い
う
）、
内
閣
府
「
行
政
透
明
化

チ
ー
ム
と
り
ま
と
め
（
案
）」

以
下
「
内
閣
府
案
」
と
い
う
）
な
ど
が
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
ド
イ
ツ
の
関
係
条
文

も
紹
介
す
る
。

（
ａ
）
日
弁
連
試
案

一
九
九
七
年
三
月
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
は
、

情
報
公
開
法
（
試
案
）」
を
公
表
し
た
が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に

関
す
る
規
定
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
審
理
）

第
五
三
条

裁
判
所
は
、
実
施
機
関
の
長
に
対
し
、
非
開
示
と
し
た
情
報
の
内
容
に
つ
い
て
、
当
該
情
報
の
表
題
、
記
載
さ
れ
た
事
項
の

項
目
及
び
公
開
除
外
理
由
に
つ
い
て
、
裁
判
所
の
指
定
す
る
方
式
に
よ
り
分
類
・
整
理
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
文
書
に
よ
る

説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
機
関
の
長
の
説
明
に
よ
っ
て
は
当
該
情
報
が
公
開
除
外
情
報
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
が
で
き
な

い
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
原
告
の
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
実
施
機
関
の
長
に
対
し
、
記
載
事
項
の
項
目
及
び
内
容
に
つ
い
て
説
明

の
補
充
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３

裁
判
所
は
、
前
項
の
補
充
説
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
当
該
情
報
が
公
開
除
外
情
報
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
が
で
き
な
い
と

き
は
、
原
告
の
申
立
て
に
よ
り
、
実
施
機
関
の
長
に
対
し
当
該
情
報
の
提
出
を
求
め
、
公
開
の
法
廷
に
お
い
て
、
当
事
者
の
立
会
い
な
し

で
当
該
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

裁
判
所
は
、
前
項
の
閲
覧
を
行
っ
た
と
き
は
、
実
施
機
関
の
長
の
説
明
文
書
の
記
載
項
目
及
び
内
容
を
検
証
し
た
結
果
を
調
書
に
記

載
す
る
も
の
と
し
、
当
事
者
は
調
書
を
閲
覧
し
、
及
び
複
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

日
弁
連
試
案
の
特
色
と
し
て
、
次
の
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
適
用
領
域
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
国
の
情
報
公
開
制
度
に
限

定
さ
れ
て
い
る
。
逆
Ｆ
Ｏ
Ｉ
Ａ
訴
訟
も
対
象
と
な
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
②
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
実
体
的
要
件
に
つ
い
て
は
、
実
施
機
関
の

長
の
説
明
と
補
充
説
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
開
除
外
事
由
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
が
で
き
な
い
と
き
と
さ
れ
て
お
り
、
比
較
的
緩
や

か
で
あ
る
。
③
手
続
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
ヴ
ォ
ー
ン
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス35

）が
前
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
原
告
の
申
立
て
に
よ
る
と
さ
れ
て

い
る
（
被
告
の
申
立
て
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
）
こ
と
、
当
事
者
の
意
見
聴
取
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
公
開
の
法
廷
に
お
い
て
行
う

こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
裁
判
官
の
全
員
一
致
の
決
定
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
調
書
の
作
成
と
当
事
者
に
よ
る
閲
覧
複
写
が

規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
特
色
で
あ
る
。
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

検
証
類
似
の
手
続
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お

り
、
公
開
の
法
廷
に
お
い
て
実
施
す
れ
ば
、
裁
判
の
公
開
原
則
（
憲
法
八
二
条
）
に
抵
触
し
な
い
と
の
理
解
に
基
づ
く
よ
う
で
あ
る36

）。

（
ｂ
）
日
弁
連
提
言

二
〇
〇
四
年
八
月
二
〇
日
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
は
「
情
報
公
開
法
の
見
直
し
に
あ
た
っ
て
の
裁
判
手
続
に
お
け
る
ヴ
ォ
ー
ン
・
イ
ン

デ
ッ
ク
ス
手
続
及
び
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
導
入
の
提
言
」
を
公
表
し
た
が
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
関
す
る
部
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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（
裁
判
所
の
調
査
権
限
）

（
１
）
裁
判
所
は
、

行
政
機
関
の
長
」

独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
の
場
合
に
は
「
独
立
行
政
法
人
等
」
と
読
み
替
え
る
。
以
下
同

様
で
あ
り
、
か
っ
こ
内
は
省
略
す
る
。）
に
対
し
、
不
開
示
と
し
た
情
報
の
内
容
に
つ
い
て
、
当
該
情
報
の
表
題
、
記
載
さ
れ
た
事
項
の

項
目
及
び
不
開
示
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
裁
判
所
の
指
定
す
る
方
式
に
よ
り
分
類
・
整
理
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
文
書
に

よ
る
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
行
政
機
関
の
長
の
説
明
に
よ
っ
て
は
当
該
情
報
が
不
開
示
事
由
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
が
で
き
な

い
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
原
告
の
申
立
て
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
記
載
事
項
の
項
目
及
び
内
容
に
つ
い
て
説

明
の
補
充
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
３
）
裁
判
所
は
、
前
項
の
補
充
説
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
当
該
情
報
が
不
開
示
事
由
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
が
で
き
な
い
と

き
は
、
原
告
の
申
立
て
に
よ
り
、
行
政
機
関
の
長
に
対
し
当
該
情
報
の
提
示
を
求
め
、
当
事
者
の
立
会
い
な
し
で
当
該
情
報
を
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
４
）
裁
判
所
は
、
前
項
の
閲
覧
を
行
っ
た
と
き
は
、
行
政
機
関
の
長
の
説
明
文
書
の
記
載
項
目
及
び
内
容
を
検
証
し
た
結
果
を
調
書
に

記
載
す
る
も
の
と
し
、
当
事
者
は
調
書
を
閲
覧
し
、
複
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
弁
連
提
言
の
内
容
は
日
弁
連
試
案
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い

る
点
、

公
開
の
法
廷
に
お
い
て
」
と
い
う
文
言
が
削
除
さ
れ
て
い
る
点
が
異
な
る
。
後
者
の
点
は
、
日
弁
連
試
案
で
は
、
上
記
の
よ
う
に
、

イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
が
「
検
証
類
似
の
手
続
」
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
日
弁
連
提
言
で
は
、
非
公
開
の
弁
論
準
備
手
続
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
よ
う
で
あ
る37

）。
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（
ｃ
）
民
主
党
案

二
〇
〇
五
年
七
月
二
八
日
、
当
時
野
党
で
あ
っ
た
民
主
党
は
「
情
報
公
開
法
改
正
案
」
を
公
表
し
た
が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
イ
ン
カ

メ
ラ
審
理
に
関
す
る
規
定
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
不
開
示
決
定
に
か
か
る
行
政
文
書
の
標
目
等
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
）

第
二
一
条
の
二

情
報
公
開
訴
訟
（
不
開
示
決
定
（
行
政
文
書
の
一
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定
及
び
そ
の
全
部
を
開
示
し
な
い
旨
の
決
定

を
い
う
。）
又
は
こ
れ
に
係
る
不
服
申
立
て
に
対
す
る
裁
決
若
し
く
は
決
定
に
係
る
抗
告
訴
訟
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）
に
お
い

て
は
、
裁
判
所
は
、
訴
訟
関
係
を
明
瞭
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
当
該
不
開
示
決
定
に
係

る
行
政
文
書
の
標
目
、
そ
の
開
示
し
な
い
部
分
に
つ
い
て
こ
れ
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
、
そ
の
内
容
の
要
旨
及
び
こ
れ
を
開
示
し
な

い
理
由
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
、
そ
の
裁
判
所
の
定
め
る
方
式
に
よ
り
分
類
又
は
整
理
し
て
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
審
理
の
特
例
）

第
二
一
条
の
三

情
報
公
開
訴
訟
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
前
条
に
規
定
す
る
書
面
の
提
出
を
受
け
て
審
理
を
行
っ
た
場
合
に
お
い

て
、
第
五
条
又
は
第
六
条
に
該
当
す
る
事
由
の
有
無
に
つ
い
て
当
該
行
政
文
書
の
提
出
を
受
け
ず
に
判
断
を
す
る
こ
と
が
適
正
な
裁
判
の

実
現
と
い
う
観
点
か
ら
相
当
で
な
く
、
か
つ
、
審
理
の
状
況
及
び
当
事
者
の
訴
訟
遂
行
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
決
定
で
、
当
該
行
政
文
書
を
保
有
す
る
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
当
該
行
政
文
書
の
提

出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
何
人
も
、
裁
判
所
に
対
し
、
提
出
さ
れ
た
行
政
文
書
の
開
示
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

２

裁
判
所
は
、
前
項
の
決
定
を
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
事
者
の
意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

第
一
項
の
決
定
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

民
主
党
案
の
特
色
と
し
て
次
の
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
適
用
領
域
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
行
政
機
関
情
報
公
開
法
に
限
定

さ
れ
て
い
る
の
は
、
日
弁
連
試
案
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
適
用
対
象
と
な
る
情
報
公
開
訴
訟
が
不
開
示
決
定
等
に
関
す
る
抗
告
訴
訟
と

定
義
さ
れ
て
い
る
た
め
、
逆
Ｆ
Ｏ
Ｉ
Ａ
訴
訟
に
は
適
用
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る38

）。
②
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
実
体
的
要
件
は
日
弁
連
試
案
よ

り
か
な
り
加
重
さ
れ
て
い
る
。
③
手
続
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
が
前
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
た
だ
し
そ
の
内
容
は
若
干

異
な
る
）、
裁
判
官
の
全
員
一
致
の
決
定
が
求
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
日
弁
連
試
案
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
原
告
の
み
な
ら

ず
、
被
告
の
申
立
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
点
、
当
事
者
の
意
見
聴
取
が
求
め
ら
れ
て
い
る
点
、
決
定
に
よ
る
こ
と
、
文
書
提
出
命
令
の
形
が

と
ら
れ
る
こ
と
、
抗
告
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
点
、
公
開
法
廷
で
行
う
旨
や
、
調
書
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
明
文
で
は
規

定
さ
れ
て
い
な
い
点
な
ど
は
、
日
弁
連
試
案
と
異
な
る
。

（
ｄ
）
内
閣
府
案

二
〇
一
〇
年
八
月
二
四
日
、
内
閣
府
は
「
行
政
透
明
化
検
討
チ
ー
ム
と
り
ま
と
め
（
案
）」
を
公
表
し
た
が
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
関
す

る
部
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
５

情
報
公
開
訴
訟
に
関
す
る
改
正

訴
訟
に
よ
る
事
後
救
済
を
確
実
に
行
う
た
め
、
い
わ
ゆ
る
「
ヴ
ォ
ー
ン
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
」
の
作
成
・
提
出
に
関
す
る
手
続
（
下
記
２
）

を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
「
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
」

下
記
３
）
を
導
入
す
る
。
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
法
案
立
案
過
程
に

お
い
て
調
整
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
原
告
の
訴
訟
に
か
か
る
負
担
に
配
慮
し
、
各
地
の
地
方
裁
判
所
で
も
訴
訟
が
で
き
る
よ
う
に
す
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る
。
具
体
的
に
は
以
下
の
と
お
り
。

１
（
略
）

２

不
開
示
決
定
に
係
る
行
政
文
書
の
標
目
等
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
（
行
政
機
関
情
報
公
開
法
、
独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
関

係
《
新
設
》）

情
報
公
開
訴
訟
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
訴
訟
関
係
を
明
瞭
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
行
政
機
関
の
長
・
独
立

行
政
法
人
等
に
対
し
、
当
該
開
示
決
定
等
に
係
る
行
政
文
書
・
法
人
文
書
の
標
目
、
そ
の
開
示
し
な
い
部
分
に
つ
い
て
こ
れ
を
特
定
す
る

に
足
り
る
事
項
、
そ
の
内
容
の
要
旨
及
び
こ
れ
を
開
示
し
な
い
理
由
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
、
そ
の
裁
判
所
の
定
め
る
方
式
に
よ
り
分
類

又
は
整
理
し
て
記
載
し
た
書
面
の
作
成
・
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

審
理
の
特
例
（
行
政
機
関
情
報
公
開
法
、
独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
関
係
《
新
設
》）

（
１
）
情
報
公
開
訴
訟
に
お
い
て
は
、
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
裁
判
官
の
全
員
一
致
に
よ
り
、
審
理
の
状
況
及
び
当

事
者
の
訴
訟
遂
行
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
不
開
示
事
由
の
有
無
等
に
つ
き
、
当
該
行
政
文
書
・
法
人
文
書
の
提
出
を
受
け

な
け
れ
ば
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
（
当
該
行
政
文
書
・
法
人
文
書
を
保
有
す
る
行
政
機
関
の

長
・
独
立
行
政
法
人
等
を
除
く
。）
の
同
意
を
得
た
上
で
、 39

）決
定
に
よ
り
、
当
該
行
政
文
書
・
法
人
文
書
を
保
有
す
る
行
政
機
関
の
長
・
独

立
行
政
法
人
等
に
対
し
、
当
該
行
政
文
書
・
法
人
文
書
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
何
人
も
、
裁
判
所

に
対
し
、
提
出
さ
れ
た
行
政
文
書
・
法
人
文
書
の
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
２
）
裁
判
所
は
、

１
）
の
決
定
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
事
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
３
）
裁
判
所
は
、

１
）
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
行
政
機
関
の
長
・
独
立
行
政
法
人
等
に
対
し
、
２
の
書
面
の
作
成
・
提
出
を
求
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
書
面
が
既
に
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
４
）

１
）
の
決
定
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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内
閣
府
案
は
概
ね
民
主
党
案
と
同
様
で
あ
る
が
、
異
な
る
点
も
あ
る
。
①
適
用
領
域
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
情
報
公
開
法
及
び
独
立
行

政
法
人
等
情
報
公
開
法
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
地
方
公
共
団
体
へ
の
適
用
に
つ
い
て
は
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る40

）。
逆
Ｆ
Ｏ
Ｉ
Ａ
訴
訟
に
も
適
用
が
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
②
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
実
体
的
要
件
は
、
民
主
党
案
よ
り
も
軽
減
さ
れ
て

い
る
が
、
日
弁
連
試
案
よ
り
も
重
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
③
手
続
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
提
出
が
前
置
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
と
同
時
に
そ
の
提
出
を
求
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
文
書
提
出
命
令
の
形
で
、
決

定
手
続
に
よ
る
こ
と
、
抗
告
が
可
能
と
す
る
こ
と
、
調
書
に
つ
い
て
明
文
が
な
い
こ
と41

）な
ど
は
、
民
主
党
案
と
同
様
で
あ
る
。
手
続
の
性
質

に
つ
い
て
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い42

）。
申
立
て
の
主
体
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
被
告
の
申
立
て
も
認
め
る
趣
旨
と
す
れ
ば
、
こ
の
点
も
民

主
党
案
と
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
当
事
者
の
同
意
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と43

）、
裁
判
官
全
員
一
致
の
決
定
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
当
事
者
が
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
の
明
文
規
定
が
あ
る
こ
と
は
、
民
主
党
案
と
も
異
な
る
点
で
あ
る
。

（
ｅ
）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
情
報
自
由
法
で
は
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る44

）。

訴
え
に
基
づ
き
、
原
告
の
居
住
地
、
そ
の
主
た
る
営
業
地
、
行
政
機
関
の
記
録
の
所
在
地
又
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
の
合
衆
国
地
方
裁

判
所
は
、
行
政
機
関
の
記
録
非
公
開
措
置
の
差
止
め
及
び
不
当
に
非
公
開
と
さ
れ
た
記
録
の
提
出
を
命
じ
る
権
限
を
有
す
る
。
こ
の
場

合
、
裁
判
所
は
、
事
件
を
新
た
に
（d

e n
o
v
o

）
審
理
す
る
こ
と
を
要
し
、
本
条
（
ｂ
）
項
に
規
定
す
る
適
用
除
外
事
項
に
従
い
当
該
記

録
又
は
そ
の
一
部
を
非
公
開
措
置
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
否
か
を
決
定
す
る
た
め
に
、
非
公
開
審
理
で
（in

 
ca
m
era

）
行
政
機
関

の
記
録
の
内
容
を
審
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
挙
証
責
任
は
行
政
機
関
が
負
う
。
裁
判
所
は
、
裁
判
所
が
十
分
に
尊
重
す
る
他
の
あ
ら
ゆ

る
事
項
に
加
え
て
、

２
）
号
（
Ｃ
）
及
び
（
ｂ
）
項
の
下
で
の
技
術
的
実
行
可
能
性
並
び
に
（
３
）
号
（
Ｂ
）
の
下
で
の
返
還
可
能
性
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に
関
す
る
行
政
機
関
の
決
定
に
つ
い
て
の
行
政
機
関
の
宣
誓
供
述
書
を
十
分
に
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
メ
リ
カ
法
の
特
色
と
し
て
、
こ
の
規
定
は
さ
し
あ
た
り
情
報
公
開
訴
訟
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
が
可
能
で

あ
る
こ
と
は
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
体
的
要
件
や
手
続
に
関
す
る
詳
細
な
規
定
を
欠
く
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ｆ
）
ド
イ
ツ

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
上
記
バ
イ
エ
ル
ン
協
会
事
件
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定
を
受
け
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
二
〇
日
に
行
政

裁
判
所
法
九
九
条
二
項
が
改
正
さ
れ
た45

）。
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
（〔
〕
は
訳
者
に
よ
る
補
足
）。

（
文
書
の
提
出
及
び
行
政
庁
に
よ
る
情
報
提
供
）

九
九
条

〔
一
〕
行
政
庁
は
、
文
書
又
は
記
録
の
提
出
、
電
子
文
書
の
提
示
及
び
情
報
提
供
の
義
務
を
負
う
。〔
二
〕
こ
れ
ら
の
文
書
、
記

録
、
電
子
文
書
又
は
上
記
情
報
の
公
表
が
、
連
邦
又
は
ラ
ン
ト
の
福
祉
を
害
す
る
場
合
、
若
し
く
は
、
当
該
事
実
が
法
律
に
よ
り
又
は
そ

の
性
質
上
秘
密
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
管
轄
を
有
す
る
最
高
監
督
行
政
庁
は
、
文
書
又
は
記
録
の
提
出
、
電
子
文
書
の
提

示
及
び
情
報
提
供
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

〔
一
〕
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
関
係
人
の
申
立
て
に
基
づ
き
、
文
書
又
は
記
録
の
提
出
、
電
子
文
書
の
提
示
若
し
く
は
情
報
提
供
の

拒
否
が
適
法
か
否
か
に
つ
い
て
、
口
頭
弁
論
を
経
る
こ
と
な
く
、
決
定
に
よ
っ
て
確
認
す
る
。〔
二
〕
連
邦
最
高
行
政
庁
が
、
文
書
、
記

録
、
電
子
文
書
又
は
情
報
の
内
容
の
公
表
が
、
連
邦
の
福
祉
を
害
す
る
と
の
理
由
で
、
提
出
、
提
示
又
は
提
供
を
拒
否
す
る
と
き
は
、
連

邦
行
政
裁
判
所
が
決
定
を
行
う
。
連
邦
行
政
裁
判
所
が
第
五
〇
条
に
よ
り
本
案
に
つ
い
て
管
轄
を
有
す
る
場
合
も
同
様
と
す
る
。〔
三
〕

申
立
て
は
本
案
に
つ
き
管
轄
を
有
す
る
裁
判
所
に
対
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〔
四
〕
当
該
裁
判
所
は
、
第
一
八
九
条
に
よ
り
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管
轄
を
有
す
る
裁
判
部46

）に
対
し
、
申
立
書
及
び
本
案
記
録
を
送
付
す
る
。〔
五
〕
最
高
監
督
行
政
庁
は
、
当
該
裁
判
部
の
求
め
に
応
じ
て
、

第
一
項
第
二
文
に
よ
っ
て
提
出
を
拒
否
し
た
文
書
又
は
記
録
を
提
出
し
、
電
子
文
書
を
提
示
し
、
拒
否
さ
れ
た
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。〔
六
〕
当
該
最
高
監
督
行
政
庁
は
こ
の
手
続
に
参
加
を
求
め
ら
れ
る
。〔
七
〕
こ
の
手
続
に
は
物
的
秘
密
保
護
に
関
す
る
規
定

が
適
用
さ
れ
る
。〔
八
〕
こ
れ
ら
の
規
定
を
遵
守
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
若
し
く
は
、
秘
密
保
持
又
は
秘
密
保
護
に
関
す
る
特
別

の
理
由
か
ら
文
書
又
は
記
録
の
提
出
若
し
く
は
電
子
文
書
の
提
示
が
で
き
な
い
旨
を
管
轄
を
有
す
る
最
高
監
督
行
政
庁
が
主
張
し
た
場
合

は
、
第
五
文
に
よ
る
提
出
又
は
提
示
は
、
文
書
、
記
録
又
は
電
子
文
書
が
、
最
高
監
督
行
政
庁
の
定
め
る
場
所
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。〔
九
〕
第
五
文
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
記
録
、
電
子
文
書
、
並
び
に
、
第
八
文
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
特
別
の

理
由
に
つ
い
て
は
、
第
一
〇
〇
条47

）は
適
用
さ
れ
な
い
。〔
一
〇
〕
裁
判
所
の
構
成
員
は
秘
密
保
持
を
義
務
付
け
ら
れ
る
。
決
定
理
由
は
、

秘
密
と
さ
れ
た
文
書
、
記
録
、
電
子
文
書
及
び
情
報
の
種
類
及
び
内
容
を
表
示
し
て
は
な
ら
な
い
。〔
一
一
〕
裁
判
官
以
外
の
職
員
に
つ

い
て
は
、
人
的
秘
密
保
護
に
関
す
る
規
律
が
適
用
さ
れ
る
。〔
一
二
〕
連
邦
行
政
裁
判
所
が
決
定
を
行
わ
な
い
と
き
は
、
決
定
は
独
立
の

抗
告
に
よ
っ
て
争
う
こ
と
が
で
き
る
。〔
一
三
〕
上
級
行
政
裁
判
所
の
決
定
に
対
す
る
抗
告
に
つ
い
て
は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
が
決
定
を

行
う
。〔
一
四
〕
抗
告
手
続
に
は
第
四
文
な
い
し
第
一
一
文
が
準
用
さ
れ
る
。

ド
イ
ツ
法
の
特
色
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
適
用
領
域
に
つ
い
て
は
、
行
政
訴
訟
一
般
が
対
象
と
さ
れ
、
情
報
公
開
訴
訟
等
に
限
定
さ
れ

て
い
な
い
。
ま
た
、
日
本
に
お
け
る
文
書
提
出
命
令
手
続
に
当
た
る
場
合
も
同
じ
条
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る48

）。
②
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
実
体

的
要
件
に
つ
い
て
は
、
特
段
の
制
限
が
な
い49

）。
③
手
続
に
つ
い
て
は
、
本
案
裁
判
所
と
異
な
る
上
級
裁
判
所
の
専
門
部
が
、
中
間
手
続
と
し

て
行
う
点
が
特
徴
的
で
あ
る50

）。
口
頭
弁
論
は
予
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
書
面
審
理
と
な
っ
て
い
る
。
被
告
の
申
立
て
が
認
め
ら
れ
て
い
る
点
、

当
事
者
に
よ
る
閲
覧
が
明
示
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
点
な
ど
は
、
民
主
党
案
や
内
閣
府
案
と
同
様
で
あ
る
。
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（
２
）
検
討

こ
れ
ら
の
提
案
を
踏
ま
え
つ
つ
、
以
下
で
は
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
立
法
化
す
る
に
あ
た
っ
て
問
題
と
な
る
点
と
し
て
、
憲
法
上
の
制
約
、

適
用
領
域
、
実
体
的
要
件
、
手
続
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

（
ａ
）
憲
法
上
の
制
約

イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
が
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
と
し
て
も
、
上
記
の
検
討
（
本
稿
二
）
か
ら
は
、
い
く
つ
か
の
憲
法
上
の
制
約
が
あ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
点
は
憲
法
解
釈
に
よ
っ
て
結
論
が
異
な
る
。

（
ア
）
憲
法
八
二
条
と
の
関
係

イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
憲
法
八
二
条
が
適
用
さ
れ
る
と
解
し
た
場
合
、
裁
判
官
の
全
員
一
致
の
決
定
（
同
条
二
項
本
文
）
が
必
要
と
な
る51

）。

ま
た
、
公
序
概
念
拡
張
説
に
よ
る
場
合
は
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
認
め
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
の
秩
序
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
知
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
が
必
要
と
な
る
。
例
示
説
に
よ
る
場
合
、
公
序
良
俗
を
害
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
場
合
に
準
じ
た
事
由
が
要
求
さ
れ
る
。
非
公
開
審
理
権
説
に
よ
る
場
合
は
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
認
め
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲
法

三
二
条
に
定
め
る
実
効
的
権
利
保
護
が
実
現
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
が
認
め
ら
れ
る
要

件
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

他
方
、
憲
法
八
二
条
が
適
用
さ
れ
な
い
と
解
し
た
場
合
、
裁
判
官
の
全
員
一
致
の
決
定
は
必
要
な
く
、
要
件
に
関
す
る
上
記
の
制
約
も
か

か
っ
て
こ
な
い
。
も
っ
と
も
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
公
開
の
法
廷
で
行
う
こ
と
は
必
要
と
な
る
。
文
書
の
性
質
上
、
公
開
の
法
廷
に
お
け
る

証
拠
調
べ
が
不
適
切
な
場
合
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
憲
法
八
二
条
の
適
用
を
前
提
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
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後
述
す
る
。

（
イ
）
憲
法
三
二
条
と
の
関
係

上
記
の
よ
う
な
弁
論
権
の
消
極
的
側
面
が
憲
法
三
二
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
と
解
し
た
場
合
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
が
認
め
ら
れ
る

の
は
、
こ
れ
を
行
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
く
憲
法
三
二
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
実
効
的
権
利
保
護
が
保
障
さ
れ
な
い
場
合
に
限
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
が
認
め
ら
れ
る
実
体
的
要
件
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
弁
論
権
の
消
極
的
側
面
と
実
効
的
権
利
保
護
の
調
整
の
結
果
と
し
て
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
許
容
し
う
る
と
し
て
も
、
イ
ン
カ
メ
ラ

審
理
は
当
事
者
の
弁
論
権
の
制
限
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
何
ら
か
の
手
続
保
障
が
必
要
で
は
な
い
か
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
イ

ン
カ
メ
ラ
審
理
の
手
続
（
具
体
的
に
は
当
事
者
の
意
見
聴
取
や
申
立
権
）
に
お
い
て
考
慮
す
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

（
ウ
）
小
括

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
（
本
稿
二
（
３
））、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
関
す
る
憲
法
解
釈
と
し
て
は
、
①
憲
法
八
二
条
と
三
二
条
の
い
ず
れ
も

適
用
さ
れ
る
、
②
憲
法
八
二
条
の
み
が
適
用
さ
れ
る
、
③
憲
法
三
二
条
の
み
が
適
用
さ
れ
る
、
④
い
ず
れ
の
規
定
も
適
用
さ
れ
な
い
、
と
い

う
選
択
肢
が
あ
り
う
る
の
で
、
そ
れ
に
応
じ
て
上
記
の
制
約
の
考
え
方
が
異
な
っ
て
く
る
。

も
っ
と
も
、
憲
法
八
二
条
の
適
用
を
認
め
る
場
合
で
も
、
憲
法
三
二
条
の
適
用
を
認
め
る
場
合
で
も
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
実
体
的
要
件

に
つ
い
て
は
、
実
質
的
に
大
差
が
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
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（
ｂ
）
適
用
領
域

（
ア
）
逆
Ｆ
Ｏ
Ｉ
Ａ
訴
訟

イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
行
う
べ
き
場
合
と
し
て
通
常
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、

一
部
）
不
開
示
決
定
が
な
さ
れ
、
開
示
請
求
者
が
こ

れ
を
争
う
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

一
部
）
開
示
決
定
を
第
三
者
が
争
う
逆
Ｆ
Ｏ
Ｉ
Ａ
訴
訟
に
適
用
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず

し
も
明
確
で
は
な
い
。
上
記
の
よ
う
に
、
民
主
党
案
は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

逆
Ｆ
Ｏ
Ｉ
Ａ
訴
訟
の
場
合
、
当
該
情
報
の
主
体
で
あ
る
個
人
ま
た
は
法
人
が
原
告
と
な
り
、
当
該
情
報
の
内
容
を
知
っ
て
い
る
の
が
通
常

で
あ
る
か
ら
、
当
該
情
報
を
裁
判
所
に
提
出
し
て
も
問
題
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
は
必
要
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
原
告
が
当
該
情
報
を
知
ら
な
い
場
合
も
皆
無
と
は
言
い
切
れ
な
い
し
、
ま
た
、
開
示
請
求
者
が
訴
訟
に
参
加
す
る
可
能
性
も
あ
る
か
ら

（
行
政
事
件
訴
訟
法
二
二
条
）、
や
は
り
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
必
要
性
は
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

（
イ
）
独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法

独
立
行
政
法
人
等
に
つ
い
て
、
国
の
行
政
機
関
と
異
な
っ
た
取
扱
い
を
す
べ
き
根
拠
は
な
い
か
ら
、
当
然
に
適
用
す
べ
き
で
あ
る
。
日
弁

連
提
言
及
び
内
閣
府
案
も
こ
れ
を
明
示
し
て
い
る
。

（
ウ
）
情
報
公
開
条
例

地
方
公
共
団
体
に
か
か
る
情
報
公
開
訴
訟
に
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
適
用
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
提
案
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

内
閣
府
案
で
は
、
上
記
の
よ
う
に
、
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
必
要
性
は
、
地
方
公
共
団
体
の
場
合
で
も
同
じ
で
あ
る
し
、
こ
の
点
で
国
と
異
な
る
取
扱
い
を
す
る
理
由

は
見
当
た
ら
な
い
。
導
入
に
当
た
っ
て
地
方
公
共
団
体
の
意
見
を
聞
く
必
要
は
あ
る
と
し
て
も
、
基
本
的
に
同
様
の
取
扱
い
を
す
べ
き
で
あ
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る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
エ
）
個
人
情
報
保
護
法
（
条
例
）

個
人
情
報
保
護
制
度
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
、
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
法
律
、
及
び
こ
れ
に
対
応
す
る
地
方
公
共
団
体
の
条
例
）
に
お
け
る
本
人
開
示
請
求
に
か
か
る
訴
訟
に
つ
い
て
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理

を
適
用
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
従
来
の
提
案
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
開
示
請
求
者
が
文
書
の
開
示
を
求
め
、
不
開
示
事
由
該
当
性
が
争
点
と
な
り
、
当
該
文
書
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
と
訴
訟
目
的

が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
状
況
は
、
情
報
公
開
訴
訟
と
同
様
で
あ
る
か
ら
、
個
人
情
報
保
護
制
度
に
つ
い
て
も
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
適
用
す
べ

き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る52

）。

な
お
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
二
五
条
に
よ
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
対
す
る
開
示
の
求
め
に
つ
い
て
は
、
本
人
に
開
示
請

求
権
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
が53

）、
仮
に
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。（

オ
）
そ
の
他

裁
判
官
の
み
に
よ
る
文
書
の
見
分
が
必
要
と
な
る
場
合
と
し
て
は
、
①
原
告
が
当
該
文
書
そ
の
も
の
の
開
示
を
請
求
し
て
い
る
場
合
と
、

②
請
求
の
当
否
を
判
断
す
る
た
め
に
文
書
の
見
分
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る54

）。
わ
が
国
で
は
、
②
の
場
合
に
つ
い
て
は
す
で
に
民
事
訴
訟

法
二
二
三
条
等
の
規
定
が
あ
る
た
め
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
は
必
要
な
い55

）。
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
が
必
要
と
な
る
の
は
①
の
場
合
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
場
合
が
上
記
以
外
に
も
存
在
す
れ
ば
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
要
否
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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（
ｃ
）
実
体
的
要
件

こ
れ
ま
で
の
提
案
の
中
で
最
も
実
体
的
要
件
が
緩
や
か
な
の
は
、
日
弁
連
試
案
及
び
日
弁
連
提
言
で
あ
り
、
実
施
機
関
の
長
の
説
明
及
び

補
充
説
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
開
除
外
事
由
該
当
性
の
判
断
が
で
き
な
い
と
き
と
さ
れ
て
い
る
。
最
も
厳
し
い
の
は
、
民
主
党
案
で
あ

り
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
行
わ
ず
に
判
断
す
る
こ
と
が
適
正
な
裁
判
の
実
現
と
い
う
観
点
か
ら
相
当
で
な
く
、
か
つ
、
審
理
の
状
況
及
び
当

事
者
の
訴
訟
遂
行
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
必
要
が
あ
る
と
裁
判
所
が
認
め
る
と
き
と
さ
れ
て
い
る
。
内
閣
府
案
は
、
民
主
党
案

よ
り
や
や
緩
和
さ
れ
て
お
り
、
審
理
の
状
況
及
び
当
事
者
の
訴
訟
遂
行
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
不
開
示
事
由
の
有
無
に
つ

き
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
裁
判
所
が
認
め
る
と
き
と
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
法

や
ド
イ
ツ
法
で
は
特
に
要
件
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い56

）。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
憲
法
八
二
条
ま
た
は
三
二
条
（
あ
る
い
は
両
者
）
が
適
用
さ
れ
る
と
解
し
た
場
合
、
裁
判

の
公
開
原
則
ま
た
は
当
事
者
の
弁
論
権
と
の
関
係
で
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
制
限
を
受
け
る
と
考
え
ら
れ
る
。
抽
象
的

に
い
え
ば
、
当
該
事
案
に
お
い
て
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
（
必
要
性
）、
か
つ
、
他
の
手
段
に
よ
っ
て
は
開
示
不
開

示
に
つ
い
て
的
確
な
判
断
を
行
え
な
い
（
補
充
性
）
場
合
に
限
ら
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
当
事
者
間
で
不
開
示
部
分
の
記
載
内
容

等
に
つ
い
て
争
い
が
な
く
、
専
ら
法
解
釈
が
争
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、
必
要
性
の
要
件
を
欠
く
で
あ
ろ
う
し
、
文
書
の
様
式
や
ヴ
ォ
ー
ン
・

イ
ン
デ
ッ
ク
ス
等
か
ら
記
載
内
容
等
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
は
、
補
充
性
の
要
件
を
欠
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う57

）。
も
っ
と
も
、
具
体
的
に

い
か
な
る
要
件
を
設
け
る
か
に
つ
い
て
は
立
法
裁
量
が
認
め
ら
れ
う
る
し
、
最
終
的
に
は
裁
判
官
の
裁
量
に
委
ね
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
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（
ｄ
）
手
続

（
ア
）
手
続
の
形
式

上
記
の
よ
う
に
、
日
弁
連
試
案
で
は
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
は
「
検
証
類
似
の
手
続
」
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

検
証
類
似
の
手
続
」

の
意
味
は
定
か
で
な
い
が
、
検
証
も
証
拠
調
べ
手
続
の
一
種
で
あ
る
か
ら
、
前
述
し
た
と
こ
ろ
（
本
稿
二
）
か
ら
す
る
と
、
裁
判
の
公
開
原

則
が
証
拠
物
等
の
公
開
ま
で
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
検
証
手
続
で
あ
っ
て
も
抵
触
は
免
れ
な
い
し
、
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
書
証

手
続
で
あ
っ
て
も
抵
触
は
生
じ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
は
、
文
書
の
意
味
内
容
を
証
拠
資
料
と
し
て
収
得
す
る
た

め
の
証
拠
調
べ58

）で
あ
り
、
事
物
の
性
状
・
現
象
を
検
査
し
そ
の
結
果
を
証
拠
資
料
と
す
る59

）わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
本
来
検
証
に
は
な
じ
ま
な

い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る60

）。
解
釈
論
に
よ
る
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
場
合
、
書
証
で
あ
る
と
当
事
者
の
閲
覧
を
禁
じ
る
根
拠
が
な
い
こ
と
か
ら
、

検
証
手
続
が
と
ら
れ
た
の
に
対
し
、
立
法
に
よ
る
導
入
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
問
題
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
検
証
手
続
に
こ
だ
わ
る
必
要

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
日
弁
連
提
言
で
は
、
弁
論
準
備
手
続
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
文
書
提
出
命
令
手
続
と
は
異
な
り
、
証
拠
の
評
価

そ
の
も
の
に
関
わ
る
審
理
を
、
非
公
開
の
弁
論
準
備
手
続
と
し
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
疑
問
も
あ
る61

）。

以
上
か
ら
す
る
と
、
立
法
に
よ
っ
て
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
導
入
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
書
証
と
し
て
文
書
提
出
命
令
に
よ
る
こ
と
が
妥
当
と

解
さ
れ
る
。

（
イ
）
当
事
者
の
手
続
保
障

上
記
の
よ
う
に
、
憲
法
三
二
条
に
よ
る
弁
論
権
の
保
障
が
及
ぶ
と
解
す
る
場
合
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
は
こ
の
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
に
な

る
か
ら
、
当
事
者
の
手
続
保
障
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
憲
法
上
の
保
障
が
及
ば
な
い
と
解
す
る
場
合
で
も
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
は
当
事
者
の

利
害
に
密
接
に
か
か
わ
る
の
で
、
手
続
保
障
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
言
え
る
。
平
成
二
一
年
最
決
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
被
告
側
も
当
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該
文
書
の
具
体
的
内
容
を
援
用
し
な
が
ら
弁
論
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
上
訴
理
由
を
的
確
に
主
張
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
か

ら
、
被
告
側
に
つ
い
て
も
手
続
保
障
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

具
体
的
に
は
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
行
う
際
に
は
、
当
事
者
の
申
立
て
に
基
づ
く
こ
と
、
ま
た
、
当
事
者
の
意
見
を
聞
く
こ
と
が
最
低
限

必
要
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
原
告
の
み
な
ら
ず
、
被
告
に
よ
る
申
立
て
も
認
め
る
べ
き
か
は
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
、
日
弁
連
試
案
及
び
日
弁
連
提
言
は
否

定
し
、
民
主
党
案
、
内
閣
府
案
、
ド
イ
ツ
法
は
肯
定
し
て
い
る
。
憲
法
三
二
条
が
適
用
さ
れ
る
と
解
し
た
場
合
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
は
特
に

原
告
側
の
弁
論
権
の
制
限
を
結
果
す
る
こ
と
か
ら
、
被
告
側
の
申
立
て
を
認
め
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
内
閣
府
案

が
、
被
告
か
ら
の
申
立
て
を
認
め
つ
つ
、
当
事
者
の
同
意
を
要
求
し
て
い
る
の
は
、
同
様
の
趣
旨
か
も
し
れ
な
い
。

（
ウ
）
ヴ
ォ
ー
ン
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
の
関
係

日
弁
連
試
案
、
日
弁
連
提
言
、
民
主
党
案
で
は
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
先
立
っ
て
ヴ
ォ
ー
ン
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
求
め
る
こ
と
が
要
件
と

さ
れ
て
お
り
、
内
閣
府
案
で
も
、
少
な
く
と
も
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
と
同
時
に
ヴ
ォ
ー
ン
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
作
成
を
求
め
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。
ド
イ
ツ
法
に
は
こ
う
し
た
規
定
は
な
い
。

確
か
に
、
行
政
文
書
が
大
量
で
あ
り
、
不
開
示
部
分
が
多
岐
に
わ
た
る
よ
う
な
場
合
、
ヴ
ォ
ー
ン
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
は
審
査
を
行
う
上
で

極
め
て
有
用
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
書
の
量
や
不
開
示
部
分
が
少
な
い
場
合
は
、
こ
と
さ
ら
ヴ
ォ
ー
ン
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
作
成
を
求
め
る

必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ォ
ー
ン
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
作
成
を
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
前
提
条
件
と
す
る
こ
と
は
必

ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る62

）。
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（
エ
）
法
廷
の
公
開
と
裁
判
官
の
全
員
一
致
の
決
定

従
来
の
提
案
の
う
ち
、
法
廷
の
公
開
を
明
文
で
定
め
る
の
は
日
弁
連
試
案
の
み
で
あ
り
、
裁
判
官
の
全
員
一
致
の
決
定
を
明
文
で
定
め
る

の
は
内
閣
府
案
の
み
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
公
開
の
法
廷
で
行
う
こ
と
の
是
非
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
文
書
の
性
質
に
よ
っ

て
は
、
外
部
へ
の
持
ち
出
し
が
技
術
的
に
困
難
で
あ
っ
た
り
、
秘
密
保
持
の
必
要
か
ら
そ
れ
が
不
適
切
な
場
合
も
考
え
ら
れ
る63

）。
こ
う
し
た

点
を
考
慮
し
て
、
公
開
の
法
廷
外
で
の
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
想
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
（
二
（
１
）

ａ
）

イ
））、
憲

法
八
二
条
不
適
用
説
に
よ
っ
て
対
処
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
裁
判
官
の
全
員
一
致
の
決
定
が
必
要
と
な
る
。

（
オ
）
調
書

日
弁
連
試
案
及
び
日
弁
連
提
言
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
行
っ
た
と
き
は
、
検
証
の
結
果
を
調
書
に
記
載
し
、
当
事

者
は
こ
れ
を
閲
覧
複
写
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
民
主
党
案
、
内
閣
府
案
、
ド
イ
ツ
法
に
は
調
書
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
な

い
。調

書
に
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
対
象
と
な
る
文
書
の
内
容
が
詳
細
に
記
載
さ
れ
、
当
事
者
が
こ
れ
を
閲
覧
複
写
で
き
る
と
す
る
と
、
相
手
方

に
当
該
文
書
を
開
示
し
た
の
と
同
じ
結
果
と
な
り
か
ね
な
い
。

こ
う
し
た
弊
害
を
避
け
る
た
め
に
は
、
①
調
書
を
作
成
し
な
い
、
②
作
成
す
る
が
「
当
該
文
書
を
見
分
し
た
」
程
度
の
内
容
と
す
る
、
③

詳
細
な
内
容
の
調
書
を
作
成
す
る
が
、
当
事
者
に
は
閲
覧
を
認
め
な
い
、
と
い
っ
た
選
択
肢
が
考
え
ら
れ
る
。

（
カ
）
提
出
文
書
に
関
す
る
説
明
の
可
能
性

裁
判
官
が
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
よ
っ
て
行
政
文
書
を
見
分
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
意
味
内
容
を
正
確
に
理
解
し
、
開
示
不
開
示
の
判
断
を
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的
確
に
行
い
う
る
と
は
限
ら
な
い
。
情
報
公
開
審
査
会
等
に
お
い
て
は
、
行
政
文
書
を
見
分
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
諮
問
庁

の
説
明
を
聞
い
た
上
で
、
開
示
不
開
示
の
判
断
を
行
う
の
が
一
般
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
訴
訟
に
お
い
て
は
、
被
告
の
行
っ

た
説
明
は
原
告
も
入
手
で
き
る
か
ら
、
被
告
側
は
当
該
行
政
文
書
に
即
し
た
具
体
的
な
説
明
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
際
し
て
、
裁
判
所
が
被
告
側
に
詳
細
な
説
明
を
求
め
、
当
該
説
明
に
つ
い
て

は
、
原
告
側
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る64

）。
も
っ
と
も
、
当
事
者
の
審
問
請
求
権
等
と

の
関
係
で
、
消
極
論
も
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
キ
）
文
書
不
存
在
・
存
否
応
答
拒
否
の
取
扱
い

開
示
請
求
に
対
し
、
行
政
機
関
の
長
が
対
象
文
書
を
保
有
し
て
い
な
い
と
し
て
不
開
示
決
定
を
行
い
（
行
政
機
関
情
報
公
開
法
九
条
二
項

括
弧
書
き
）、
当
該
決
定
の
取
消
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
不
存
在
を
主
張
し
て
い
る
行
政
側
と
し
て
は
、
開
示
請
求
対
象
文
書
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
情
報
公
開
審
査
会
等
に
お
い
て
は
、
諮
問
庁
に
対
し
て
関
係

資
料
の
提
出
を
求
め
て
審
査
を
行
い
、
た
と
え
ば
、
文
書
が
存
在
す
る
が
行
政
文
書
に
該
当
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
文
書
を

見
分
し
て
そ
の
当
否
を
判
断
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
訴
訟
に
お
い
て
は
、
当
該
文
書
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
と
、
相
手
方
も
こ
れ
を
閲
覧

で
き
る
か
ら
、
訴
訟
の
目
的
が
達
成
さ
れ
て
し
ま
う
。

存
否
応
答
拒
否
に
つ
い
て
も
同
様
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
裁
判
所
が
問
題
と
な
っ
た
行
政
文
書
の
提
出
を
求
め
た
と
し
て
も
、
行

政
側
と
し
て
は
文
書
の
存
否
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
か
ら
、
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
提
出
す
る
と
文
書
の
存
在
を
明
ら
か
に
し

た
こ
と
に
な
る
）。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
は
行
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
情
報
公
開
審
査
会
等
に
お
い
て
は
、
諮
問
庁
に
対
し
て

当
該
文
書
を
資
料
と
し
て
提
出
さ
せ
、
存
否
応
答
拒
否
の
是
非
を
判
断
し
て
い
る
。
し
か
し
、
訴
訟
に
お
い
て
は
、
資
料
と
し
て
提
出
さ
れ

た
文
書
は
相
手
方
も
閲
覧
で
き
る
か
ら
、
こ
う
し
た
方
法
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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以
上
か
ら
す
る
と
、
文
書
不
存
在
や
存
否
応
答
拒
否
の
事
案
で
は
、
通
常
の
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
こ
う
し

た
事
案
に
お
い
て
は
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
行
え
な
い
と
す
る
の
も
ひ
と
つ
の
考
え
方
で
は
あ
る
が
、
開
示
請
求
の
対
象
と
な
っ
た
文
書
そ
の

も
の
に
加
え
、
上
記
の
よ
う
に
資
料
と
し
て
提
出
さ
れ
た
文
書
に
つ
い
て
も
、
相
手
方
の
閲
覧
を
禁
止
す
る
制
度
を
設
け
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
当
事
者
の
審
問
請
求
権
等
と
の
関
係
で
、
議
論
が
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
、
情
報
公
開
訴
訟
に
お
け
る
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
つ
い
て
、
従
来
の
議
論
を
整
理
し
た
上
で
、
憲
法
上
の
問
題
と
立
法
論
を
検

討
し
た
。

憲
法
八
二
条
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
公
序
概
念
拡
張
説
に
よ
っ
て
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
合
憲
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。
ま
た
、
公
開
の

法
廷
に
お
け
る
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
憲
法
八
二
条
不
適
用
説
も
成
り
立
ち
う
る
。
最
高
裁
の
い
う
「
訴
訟
の
基
本
原

則
」
に
つ
い
て
は
、
憲
法
三
二
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
審
問
請
求
権
な
い
し
弁
論
権
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
が
、
同
じ

く
憲
法
三
二
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
実
効
的
権
利
保
護
の
要
請
に
よ
り
、
そ
の
制
限
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

立
法
論
と
し
て
は
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
逆
Ｆ
Ｏ
Ｉ
Ａ
訴
訟
、
独
立
行
政
法
人
情
報
公
開
法
、
情
報
公
開
条
例
、
個
人
情
報
保
護
制
度
に

も
適
用
す
べ
き
で
あ
る
が
、
必
要
性
と
補
充
性
を
実
体
的
要
件
と
す
べ
き
で
あ
り
、
当
事
者
の
手
続
保
障
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
被
告
の
申
立
て
を
認
め
る
べ
き
か
、
ヴ
ォ
ー
ン
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
提
出
を
要
件
と
す
べ
き
か
、
調
書
の
作
成
方
法
を
ど
う
す
る
か
な

ど
は
、
な
お
検
討
の
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
提
出
文
書
に
関
す
る
説
明
や
、
文
書
不
存
在
・
存
否
応
答
拒
否
と
の
関
係
で
、
イ
ン
カ
メ
ラ
文

書
以
外
に
も
当
事
者
の
閲
覧
権
制
限
を
認
め
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
審
問
請
求
権
等
と
の
関
係
で
議
論
が
あ
り
う
る
。
さ
ら
に
、
イ
ン

カ
メ
ラ
審
理
を
公
開
の
法
廷
で
行
う
べ
き
か
に
つ
い
て
も
、
な
お
詰
め
る
必
要
が
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
が
、
本
稿
が
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
関
す
る
議
論
を
深
め
る
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

１
）

本
稿
に
お
い
て
「
情
報
公
開
訴
訟
」
と
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
行
政
機
関
情
報
公
開
法
」
と
い
う
）、

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
」
と
い
う
）、
ま
た
は
こ
れ
に
対
応
す
る
地
方
公

共
団
体
の
条
例
（
以
下
「
情
報
公
開
条
例
」
と
い
う
）
の
定
め
る
制
度
（
以
下
「
情
報
公
開
制
度
」
と
い
う
）
に
お
い
て
、
開
示
請
求
に
対
し
て
な
さ
れ

た
開
示
決
定
な
い
し
不
開
示
決
定
を
争
う
訴
訟
を
い
う
。

一
部
）
開
示
決
定
を
開
示
請
求
者
以
外
の
者
が
争
う
場
合
（
以
下
「
逆
Ｆ
Ｏ
Ｉ
Ａ
訴
訟
」
と

い
う
）
も
含
み
、
ま
た
、
取
消
訴
訟
、
義
務
付
け
訴
訟
、
差
止
訴
訟
と
い
っ
た
訴
訟
形
式
を
問
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

２
）

宇
賀
克
也
・
情
報
公
開
法
｜
｜
ア
メ
リ
カ
の
制
度
と
運
用
（
二
〇
〇
四
年
）
一
三
九
頁
以
下
、
松
井
茂
記
・
情
報
公
開
法
﹇
第
二
版
﹈

二
〇
〇
三
年
）

五
二
七
頁
な
ど
参
照
。

３
）

行
政
改
革
委
員
会
「
情
報
公
開
法
要
綱
案
の
考
え
方
」

一
九
九
六
年
一
二
月
一
六
日
、
以
下
「
考
え
方
」
と
い
う
）
八
（
２
）
イ
。

４
）

最
決
平
成
二
一
年
一
月
一
五
日
民
集
六
三
巻
一
号
四
六
頁
。

５
）

宇
賀
克
也
・
行
政
法
概
説
Ⅰ
行
政
法
総
論
﹇
第
三
版
﹈

二
〇
〇
九
年
）
一
九
三
頁
。

６
）

兼
子
仁
‖
佐
藤
徳
光
‖
武
藤
仙
令
・
情
報
公
開
・
個
人
情
報
条
例
運
用
事
典
（
一
九
九
一
年
）
三
〇
一
頁
、
井
出
嘉
憲
‖
兼
子
仁
‖
右
崎
正
博
‖
多
賀

谷
一
照
編
・
講
座
情
報
公
開
（
一
九
九
八
年
）
四
〇
〇
頁
〔
兼
子
執
筆
〕
な
ど
参
照
。

７
）

兼
子
仁
・
情
報
公
開
審
査
会
Ｑ
＆
Ａ
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
〇
頁
。

８
）

情
報
公
開
法
の
制
度
運
営
に
関
す
る
検
討
会
「
報
告
（
二
〇
〇
五
年
三
月
二
九
日
）」
第
二
章
６
（
２
）
イ
。
こ
の
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
行
政
管

理
研
究
セ
ン
タ
ー
編
・
情
報
公
開
制
度
改
善
の
ポ
イ
ン
ト
（
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

９
）

同
決
定
の
本
案
判
決
（
東
京
地
判
平
成
一
八
年
二
月
二
八
日
判
時
一
九
四
八
号
三
五
頁
、
判
タ
一
二
四
二
号
一
八
四
頁
）
に
対
す
る
控
訴
審
で
あ
る

東
京
高
判
平
成
二
〇
年
一
月
三
一
日
裁
判
所
Ｈ
Ｐ
も
ほ
ぼ
同
旨
。

10
）

た
だ
し
、
前
掲
東
京
地
決
平
成
一
六
年
一
二
月
二
一
日
の
指
摘
を
考
慮
し
て
か
、
本
件
に
お
い
て
申
立
人
は
、
検
証
へ
の
立
会
権
を
放
棄
す
る
と
と

も
に
、
不
開
示
文
書
の
記
載
内
容
の
詳
細
が
明
ら
か
に
な
る
方
法
で
の
検
証
調
書
の
作
成
を
求
め
な
い
旨
も
陳
述
し
て
い
る
。

11
）

も
っ
と
も
、
鎌
野
真
敬
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
八
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
二
四
頁
は
、
当
事
者
間
の
合
意
に
基
づ
く
事
実
上
の
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
は

現
行
法
上
も
許
さ
れ
る
と
す
る
。
事
実
上
の
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
具
体
例
に
つ
い
て
は
、
森
田
明
・
神
奈
川
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
九

八
頁
以
下
参
照
。

12
）

こ
の
趣
旨
に
解
す
る
も
の
と
し
て
、
宇
賀
・
前
掲
注

５
）一
九
三
頁
、
同
・
新
・
情
報
公
開
法
の
逐
条
解
説
﹇
第
五
版
﹈

二
〇
一
〇
年
）
一
八
〇
頁
、
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友
岡
史
仁
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
五
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
二
七
頁
、
森
田
明
・
前
掲
注

11
）一
〇
三
頁
、
北
村
和
生
・
速
報
判
例
解
説
（
法
学
セ
ミ
ナ
ー

増
刊
）
五
号
（
二
〇
〇
九
年
）
四
七
頁
、
藤
原
昌
子
‖
平
野
朝
子
・
訟
月
五
五
巻
八
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
八
〇
九
頁
、
平
野
朝
子
・
法
律
の
ひ
ろ
ば
六
六

巻
一
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
）
六
七
頁
。
こ
れ
に
対
し
、
鎌
野
・
前
掲
注

11
）一
二
四
頁
は
こ
の
点
を
明
言
し
て
い
な
い
。

13
）

村
上
裕
章
・
法
学
教
室
三
五
四
号
別
冊
付
録
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
〇
九
﹇
Ⅱ
﹈

二
〇
一
〇
年
）
六
頁
。

14
）

た
と
え
ば
、
宮
澤
俊
義
（
芦
部
信
喜
補
訂
）
・
全
訂
日
本
国
憲
法
（
一
九
七
八
年
）
七
〇
〇
頁
は
、

対
審
」
を
公
開
す
る
こ
と
が
、
公
衆
を
直
接

に
騒
擾
そ
の
他
の
犯
罪
の
実
行
に
あ
お
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
と
か
、
わ
い
せ
つ
そ
の
他
の
理
由
で
一
般
の
習
俗
上
の
見
地
か
ら
公
衆
に
い
ち
じ
る
し
く

不
快
の
念
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
」
を
挙
げ
る
。

15
）

議
論
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
宇
賀
克
也
‖
大
橋
洋
一
‖
高
橋
滋
編
・
対
話
で
学
ぶ
行
政
法
（
二
〇
〇
三
年
）
一
三
〇
頁
以
下
な
ど
参
照
。

16
）

戸
波
江
二
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
八
九
号
（
一
九
九
六
年
）
二
八
一
頁
、
伊
藤
眞
・
民
事
訴
訟
法
﹇
第
三
版
三
訂
版
﹈

二
〇
〇

八
年
）
二
三
〇
頁
以
下
、
新
堂
幸
司
・
新
民
事
訴
訟
法
﹇
第
四
版
﹈

二
〇
〇
八
年
）
四
五
六
頁
な
ど
。

17
）

佐
藤
幸
治
・
現
代
国
家
と
司
法
権
（
一
九
八
八
年
）
四
二
七
頁
以
下
、
佐
藤
幸
治
‖
中
村
睦
男
‖
野
中
俊
彦
・
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
憲
法
（
一
九
九
四

年
）
三
一
九
頁
以
下
〔
佐
藤
執
筆
〕
な
ど
。

18
）

松
井
茂
記
・
裁
判
を
受
け
る
権
利
（
一
九
九
三
年
）
二
五
四
頁
以
下
、
松
井
・
前
掲
注

２
）三
六
三
頁
以
下
。
平
成
二
一
年
最
決
に
お
け
る
泉
・
宮
川

補
足
意
見
も
こ
れ
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

19
）

阿
部
泰
隆
・
行
政
法
解
釈
学
Ⅰ
（
二
〇
〇
九
年
）
五
四
二
頁
。
す
で
に
、
行
政
改
革
委
員
会
行
政
情
報
公
開
部
会
に
お
い
て
、
秋
山
幹
男
委
員
は
、

別
に
法
廷
を
閉
め
る
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
の
で
、
八
二
条
に
関
係
は
す
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
あ
ま
り
大
上
段
に
振
り
か
ぶ
っ
た
議
論
は
し
な
い
で
、

裁
判
官
だ
け
が
見
る
と
い
う
手
続
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
。」

第
二
五
回
）、

傍
聴
人
を
閉
め
出
さ
な
い
代
わ
り
に
、
実
は
私
は
少
し
腹
案
を
持
っ
て
い

る
が
、
例
え
ば
、
公
開
法
廷
で
見
て
、
傍
聴
人
も
い
る
け
れ
ど
も
、
相
手
方
当
事
者
と
か
傍
聴
人
が
具
体
的
に
情
報
を
見
な
い
形
で
、
何
ら
か
の
形
で
裁

判
所
だ
け
が
見
る
と
い
う
形
は
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
。」

第
二
九
回
）
と
発
言
し
て
い
た
（
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
検
証
手
続
を
念
頭
に
置
い
て
い

る
よ
う
で
あ
る
）。
ま
た
、
情
報
公
開
法
の
制
度
運
営
に
関
す
る
検
討
会
に
お
い
て
、
小
早
川
光
郎
委
員
は
、

人
事
訴
訟
法
と
特
許
法
の
例
は
公
開
の
停

止
だ
か
ら
、
当
事
者
間
で
情
報
を
制
限
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
こ
は
根
本
的
に
違
う
の
で
、
そ
れ
は
参
考
に
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
憲
法
に
は

直
接
か
か
わ
る
か
も
し
れ
な
い
が
。」

第
一
〇
回
）
と
述
べ
て
い
る
。

20
）

佐
藤
他
・
前
掲
注

17
）三
二
〇
頁
。

21
）

戸
波
江
二
「
裁
判
の
公
開
原
則
と
営
業
秘
密
に
関
す
る
メ
モ
」
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
知
的
財
産
訴
訟
検
討
会
第
一
二
回
配
付
資
料
（
二
〇
〇
三

年
一
〇
月
六
日
）
二
頁
。

22
）

長
谷
部
恭
男
・
憲
法
﹇
第
三
版
﹈

二
〇
〇
四
年
）
三
〇
八
頁
。
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23
）

戸
波
・
前
掲
注

21
）二
頁
。

24
）

長
谷
部
・
前
掲
注

22
）三
〇
八
頁
で
は
、
人
事
訴
訟
法
二
二
条
の
非
公
開
審
理
手
続
は
公
序
概
念
拡
張
説
に
よ
る
も
の
と
の
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

25
）

鈴
木
忠
一
・
非
訟
・
家
事
事
件
の
研
究
（
一
九
七
一
年
）
二
七
〇
頁
。

26
）

新
堂
・
前
掲
注

16
）四
五
七
頁
な
ど
参
照
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
同
様
の
理
解
が
一
般
で
あ
る
。L

.
R
o
sen

b
erg

,
L
eh
rb
u
ch
 
d
es D

eu
tsch

en
 

Z
iv
ilp
ro
zessrech

ts,
2.
A
u
fl.,

1929,
S
.
63;

A
.N
ik
isch

,Z
iv
ilp
ro
zessrech

t,2.A
u
fl.,1952,S

S
.201,335;O

.Ja
u
ern

ig
,Z
iv
ilp
ro
zessrech

t,

29.
A
u
fl.,

2007,
S
.
84.

こ
う
し
た
区
別
は
一
九
世
紀
半
ば
に
お
い
て
す
で
に
な
さ
れ
て
い
た
。J.

C
.
B
lu
n
tsch

li,
A
llg
em
ein
es S

ta
tsrech

t
 

g
esch

ich
tlich b

eg
ru
n
d
et,

1.
A
u
fl.,

1851,
S
S
.
479f.

27
）

前
掲
最
大
判
平
成
元
年
三
月
八
日
は
、
憲
法
八
二
条
の
趣
旨
は
「
裁
判
を
一
般
に
公
開
し
て
裁
判
が
公
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
制
度
と
し
て
保
障
」

す
る
も
の
と
し
、
同
判
決
の
四
ツ
谷
巖
裁
判
官
の
補
足
意
見
も
、

憲
法
八
二
条
一
項
の
規
定
の
趣
旨
は
、
裁
判
を
一
般
に
公
開
し
て
裁
判
が
公
正
に
行

わ
れ
る
こ
と
を
制
度
と
し
て
保
障
し
、
ひ
い
て
は
裁
判
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
て
…
…
、
右
規
定
の
要
請
を
満
た
す

た
め
に
は
、
各
法
廷
を
物
的
に
傍
聴
可
能
な
状
態
と
し
、
不
特
定
の
者
に
対
し
て
傍
聴
の
た
め
の
入
廷
を
許
容
し
、
そ
の
者
が
い
わ
ゆ
る
五
官
の
作
用
に

よ
っ
て
、
裁
判
を
見
聞
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

28
）

山
本
克
己
「
審
理
の
方
式
に
関
す
る
諸
原
則
と
そ
の
変
容
」
法
学
教
室
二
〇
〇
号
（
一
九
九
七
年
）
三
四
頁
。
そ
の
他
、
当
事
者
公
開
を
審
問

（
尋
）
請
求
権
の
問
題
と
と
ら
え
る
見
解
と
し
て
、
兼
子
一
・
新
修
民
事
訴
訟
法
体
系
﹇
増
訂
版
﹈

一
九
六
五
年
）
二
一
六
頁
以
下
、
上
田
徹
一
郎
・
民
事

訴
訟
法
﹇
第
六
版
﹈

二
〇
〇
九
年
）
二
四
七
頁
、
中
野
貞
一
郎
‖
松
浦
馨
‖
鈴
木
正
裕
編
・
新
民
事
訴
訟
法
講
義
﹇
第
二
版
補
訂
版
﹈

二
〇
〇
六
年
）

二
三
〇
頁
な
ど
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

裁
判
手
続
の
公
開
は
、
裁
判
経
過
を
手
続
に
関
係
の
な
い
者
が
直
接
に
見
分
す
る
可
能

性
を
意
味
す
る
（
一
般
公
開
）。
一
般
公
開
を
除
外
し
た
審
理
に
当
事
者
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
は
、
制
約
さ
れ
な
い
法
的
聴
聞
の
必
要
に
よ
っ
て
根
拠
づ

け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
審
理
に
公
開
の
属
性
を
付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。
当
事
者
公
開
と
い
う
表
現
は
妥
当
な
も
の
で
は
な
い
。」

G
.

K
lein

felle,
L
eh
rb
u
ch d

es D
eu
tsch

en Z
iv
ilp
ro
zessrech

ts fu
r d
a
s a
k
a
d
em
isch

e S
tu
d
iu
m
,
3.
A
u
fl.,

1925,
S
.
168

）。

29
）

新
堂
・
前
掲
注

16
）四
一
頁
以
下
、
中
野
貞
一
郎
・
民
事
手
続
の
現
在
問
題
（
一
九
八
九
年
）
一
三
頁
以
下
な
ど
。

30
）

山
本
・
前
掲
注

28
）三
三
頁
以
下
、
山
本
克
己
「
民
事
訴
訟
の
現
在
」
現
代
の
法
５
現
代
社
会
と
司
法
シ
ス
テ
ム
（
一
九
九
七
年
）
一
八
九
頁
。
笹

田
栄
司
・
司
法
の
変
容
と
憲
法
（
二
〇
〇
八
年
）
二
〇
九
頁
以
下
も
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
。

31
）

藤
原
‖
平
野
・
前
掲
注

12
）二
八
一
〇
頁
、
平
野
・
前
掲
注

12
）六
八
頁
。
こ
れ
に
対
し
、
渋
谷
秀
樹
「
知
る
権
利
・
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
と
憲
法
」
自

由
と
正
義
六
一
巻
九
号
（
二
〇
一
〇
年
）
五
〇
頁
は
、

双
方
審
尋
主
義
は
、
民
事
裁
判
の
基
本
原
則
で
あ
る
が
、
憲
法
上
の
要
請
で
は
な
く
、
事
案
の

性
質
に
応
じ
て
法
律
ま
た
は
最
高
裁
判
所
規
則
、
さ
ら
に
は
訴
訟
の
実
践
の
局
面
に
応
じ
て
柔
軟
に
修
正
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
原
則
に
す
ぎ
な
い
。」
と

す
る
。
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32
）

さ
し
あ
た
り
、
村
上
裕
章
・
行
政
訴
訟
の
基
礎
理
論
（
二
〇
〇
七
年
）
三
二
頁
以
下
参
照
。

33
）

山
田
洋
「
情
報
公
開
と
救
済
」
市
原
昌
三
郎
先
生
古
稀
記
念
論
集
・
行
政
紛
争
処
理
の
法
理
と
課
題
（
一
九
九
三
年
）
二
〇
七
頁
以
下
、
藤
原
静

雄
・
情
報
公
開
法
制
（
一
九
九
八
年
）
二
七
〇
頁
以
下
参
照
。

34
）

B
V
erfG B

esch
l.
v
.
27.

10.
1999,

B
V
erG

E 101,106.

こ
の
決
定
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
笹
田
・
前
掲
注

30
）一
九
七
頁
以
下
、
山
下
義

昭
「
行
政
上
の
秘
密
文
書
と
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
」
川
上
宏
二
郎
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
・
情
報
社
会
の
公
法
学
（
二
〇
〇
二
年
）
五
二
二
頁
以
下
、
平
良

小
百
合
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
憲
法
的
保
障
」
九
大
法
学
一
〇
〇
号
（
二
〇
一
〇
年
）
八
三
頁
、
春
日
偉
知
郎
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
政
庁
の
文
書
提

出
義
務
と
そ
の
審
理
」
法
学
研
究
八
三
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
九
七
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。

35
）

ヴ
ォ
ー
ン
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
は
、
①
開
示
し
な
い
記
録
の
範
疇
に
つ
い
て
の
記
述
、
②
そ
れ
ぞ
れ
の
範
疇
に
つ
い
て
の
不
開
示
情
報
の
条
項
、
③

不
開
示
情
報
に
該
当
す
る
理
由
を
記
載
し
た
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
意
味
す
る
。
宇
賀
・
前
掲
注

２
）一
三
四
頁
な
ど
参
照
。

36
）

日
本
弁
護
士
連
合
会
の
「
情
報
公
開
法
要
綱
案
に
対
す
る
意
見
書
」

一
九
九
七
年
一
月
三
一
日
）
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

当
連
合

会
は
、
意
見
１
の
と
お
り
、
不
服
申
立
手
続
と
同
様
に
、
司
法
救
済
手
続
に
お
い
て
も
、
ヴ
ォ
ー
ン
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
類
似
の
手
続
を
採
用
す
べ
き
こ

と
と
し
た
が
、
さ
ら
に
意
見
２
の
と
お
り
、
検
証
類
似
の
手
続
と
し
て
、
裁
判
所
の
指
定
す
る
方
式
に
よ
る
請
求
拒
否
の
理
由
に
関
す
る
個
別
具
体
的
な

説
明
を
記
載
し
た
文
書
の
正
確
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、
裁
判
所
が
公
開
の
法
廷
に
お
い
て
開
示
請
求
に
か
か
る
行
政
文
書
の
提
出
を
求
め
、
請
求
拒
否

を
受
け
た
訴
訟
当
事
者
が
本
手
続
の
採
用
を
求
め
る
場
合
に
は
当
該
訴
訟
当
事
者
に
閲
覧
さ
せ
ず
に
そ
の
内
容
を
見
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
を
提
言

す
る
も
の
で
あ
る
。
当
連
合
会
は
、
民
訴
法
改
正
に
お
け
る
文
書
提
出
命
令
の
改
正
等
で
、
文
書
提
出
命
令
の
事
前
審
査
と
し
て
裁
判
官
に
よ
る
非
公
開

審
理
を
積
極
的
に
提
言
し
て
き
た
が
、
意
見
２
は
そ
れ
と
の
整
合
性
を
も
満
た
す
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
請
求
拒
否
理
由
記
載
文
書
の
正
確
性
を
担

保
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
対マ
象マ
全
体
の
公
開
を
義
務
付
け
る
憲
法
八
二
条
の
趣
旨
が
た
だ
ち
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に

も
、

１
）
情
報
開
示
請
求
者
に
よ
る
反
論
・
反
証
の
機
会
を
失
う
も
の
で
な
く
、

２
）
控
訴
理
由
の
主
張
で
、
情
報
開
示
請
求
者
は
当
該
情
報
を
全
く

知
ら
ず
に
主
張
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
態
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
、

３
）
裁
判
官
も
ま
た
請
求
拒
否
理
由
記
載
文
書
の
正
確
性
を
担
保
し

た
う
え
で
、
こ
れ
に
基
づ
き
説
得
力
あ
る
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
、

４
）
上
級
審
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
正
確
な
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
請
求
拒
否
理

由
記
載
文
書
に
基
づ
い
て
原
判
決
に
対
す
る
判
断
も
充
分
に
可
能
で
あ
る
。」

37
）

第
二
回
情
報
公
開
法
の
制
度
運
営
に
関
す
る
検
討
会
（
二
〇
〇
四
年
五
月
二
六
日
）
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
意
見
書
骨
子
で

は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

国
民
の
迅
速
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
う
え
で
も
、
司
法
上
の
手
続
と
し
て
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
と

ヴ
ォ
ー
ン
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
手
続
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
す
。」

も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
、
既
に
、
先
の
民
事
訴
訟
法
改
正
の
際
に
文
書

提
出
命
令
の
申
立
て
の
判
断
の
た
め
に
非
公
開
審
理
に
よ
る
提
示
手
続
が
法
制
化
さ
れ
（
民
事
訴
訟
法
二
二
三
条
六
項
）、
さ
ら
に
著
作
権
法
改
正
に
よ

り
著
作
権
関
係
訴
訟
に
も
非
公
開
審
理
に
よ
る
文
書
提
出
命
令
や
検
証
物
提
示
命
令
が
法
制
化
さ
れ
（
著
作
権
法
一
一
四
条
の
二
）、
実
際
に
運
用
さ
れ
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て
い
る
こ
と
や
、
今
般
の
民
事
訴
訟
法
の
改
正
に
伴
い
、
人
事
訴
訟
に
非
公
開
審
理
に
よ
る
本
人
尋
問
手
続
や
証
人
尋
問
手
続
（
人
事
訴
訟
法
二
二
条
）

が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
か
ん
が
み
、
憲
法
八
二
条
の
裁
判
公
開
原
則
の
例
外
と
し
て
、
情
報
不
開
示
処
分
取
消
訴
訟
等
に
お
い
て
も
、

公
開
の
法
廷
に

お
い
て
」
で
は
な
く
、
弁
論
準
備
手
続
な
ど
を
活
用
し
た
う
え
で
の
非
公
開
審
理
手
続
と
し
て
、
制
度
化
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
す
。」

38
）

一
部
開
示
決
定
の
場
合
は
逆
Ｆ
Ｏ
Ｉ
Ａ
訴
訟
に
お
い
て
も
適
用
可
能
と
解
さ
れ
る
の
で
、
立
法
論
と
し
て
は
一
貫
性
を
欠
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

39
）

下
線
部
は
、
二
〇
一
〇
年
四
月
二
〇
日
に
公
表
さ
れ
た
「
情
報
公
開
制
度
の
改
正
の
方
向
性
に
つ
い
て
」

大
臣
案
）
に
な
か
っ
た
部
分
で
あ
る
。

40
）

第
９

情
報
公
開
条
例
の
扱
い
」
に
お
い
て
、

情
報
公
開
条
例
…
…
の
規
定
に
よ
る
、
開
示
決
定
等
に
相
当
す
る
処
分
ま
た
は
こ
れ
に
か
か
る
不

服
申
立
て
に
お
け
る
裁
決
・
決
定
に
対
す
る
抗
告
訴
訟
に
お
い
て
も
利
用
で
き
る
よ
う
検
討
す
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
説
明
に
お
い
て
は
、

ヴ
ォ
ー
ン
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
、
及
び
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
手
続
の
必
要
性
は
、
情
報
公
開
条
例
の
規
定
に
よ
る
開
示
決
定
等
に
相
当
す
る
処
分
ま
た
は
こ
れ

に
か
か
る
不
服
申
立
て
に
お
け
る
裁
決
・
決
定
に
対
す
る
抗
告
訴
訟
に
お
い
て
も
、
同
様
に
認
め
ら
れ
る
。
他
方
で
、
地
方
分
権
化
の
視
点
か
ら
は
、
地

方
公
共
団
体
の
実
情
に
配
慮
し
た
制
度
の
設
計
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ヴ
ォ
ー
ン
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
、
及
び
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
手
続
を

情
報
公
開
条
例
に
係
る
抗
告
訴
訟
に
導
入
す
る
こ
と
を
、
慎
重
に
検
討
す
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
。

41
）

行
政
透
明
化
検
討
チ
ー
ム
の
三
宅
弘
座
長
名
で
公
表
さ
れ
た
「
「
情
報
公
開
制
度
の
改
正
の
方
向
性
に
つ
い
て
」
に
関
す
る
論
点
整
理
（
三
訂
版
）」

二
〇
一
〇
年
八
月
二
四
日
、
以
下
「
論
点
整
理
」
と
い
う
）
に
お
い
て
は
、

裁
判
所
書
記
官
の
守
秘
の
問
題
を
避
け
る
た
め
に
運
用
上
、
イ
ン
カ
メ
ラ

審
理
手
続
を
実
施
し
た
旨
の
調
書
の
記
載
の
仕
方
に
も
工
夫
を
凝
ら
す
必
要
が
あ
る
。」
と
さ
れ
て
お
り
、
簡
略
な
調
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

42
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

当
該
手
続
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
検
証
等
の
証
拠
調
べ
手
続
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
釈
明
処
分
と
し

て
の
検
証
や
、
事
実
行
為
と
し
て
な
さ
れ
る
手
続
も
検
討
対
象
と
な
り
う
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
橋
本
博
之
「

知
る
権
利
」
を
基
軸
と
す
る
情
報

公
開
法
制
定
に
向
け
て
」
自
由
と
正
義
六
一
巻
九
号
（
二
〇
一
〇
年
）
五
六
頁
に
示
さ
れ
た
考
え
方
も
こ
れ
に
近
い
。
論
点
整
理
に
お
い
て
は
、

従
前
、

下
級
裁
判
所
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
例
の
あ
る
訴
訟
当
事
者
の
合
意
（
開
示
請
求
者
側
の
立
会
権
放
棄
を
含
む
）
に
基
づ
く
手
続
の
他
に
、
民
事
訴
訟
手

続
上
の
検
証
手
続
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
。

43
）

こ
れ
は
、
被
告
が
国
ま
た
は
独
立
行
政
法
人
等
で
あ
る
場
合
、
被
告
か
ら
の
申
立
て
も
認
め
つ
つ
、
原
告
の
同
意
を
必
要
と
す
る
趣
旨
と
解
さ
れ

る
。
な
お
、
同
意
が
必
要
な
「
当
事
者
」
か
ら
、

当
該
行
政
文
書
・
法
人
文
書
を
保
有
す
る
行
政
機
関
の
長
・
独
立
行
政
法
人
等
」
が
除
か
れ
て
い
る
が
、

行
政
機
関
の
長
は
当
事
者
に
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
行
政
事
件
訴
訟
法
一
一
条
一
項
、
六
項
参
照
）。
行
政
機
関
の
長
の
同
意
は
必
要
な
い
が
、

国
の
同
意
は
必
要
と
す
る
趣
旨
で
は
あ
る
ま
い
。

44
）

5 U
.S
.C
.
552(a

)(4)(B
).

訳
文
は
行
政
改
革
委
員
会
事
務
局
監
修
・
情
報
公
開
法
制
・
行
政
改
革
委
員
会
の
意
見
（
一
九
九
七
年
）
三
七
三
頁
に

よ
る
。
こ
れ
は
一
九
九
六
年
改
正
法
の
翻
訳
で
あ
る
が
、
当
該
部
分
は
現
行
法
（
二
〇
〇
九
年
改
正
）
に
お
い
て
も
変
更
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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45
）

G
esetz zu

r B
erein

ig
u
n
g d

es R
ech

tsm
ittelrech

ts im
 
V
erw

a
ltu
n
g
sp
ro
zess v

.
20.

12.
2001,

B
G
B
l I 3987.

改
正
法
の
内
容
は
笹

田
・
前
掲
注

30
）二
三
〇
頁
以
下
及
び
春
日
・
前
掲
注

34
）一
八
三
頁
以
下
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
法
は
二
〇
〇
五
年
に
改
正
さ
れ

（G
ezetz u

b
er d

ie V
erw

en
d
u
n
g elek

tro
n
isch

er K
o
m
m
u
n
ik
a
tio
n
sfo
rm
en in d

er Ju
stiz v

.
22.

3.
2005,

B
G
B
l I 837

）、
訳
文
の
傍
線
部

が
追
加
さ
れ
て
い
る
。

46
）

本
項
に
定
め
る
決
定
の
た
め
に
上
級
行
政
裁
判
所
及
び
連
邦
行
政
裁
判
所
に
設
置
さ
れ
る
専
門
部
を
指
す
。

47
）

関
係
人
の
記
録
閲
覧
権
等
を
定
め
る
規
定
で
あ
る
。

48
）

笹
田
・
前
掲
注

30
）二
三
二
頁
参
照
。

49
）

も
っ
と
も
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
は
常
に
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
最
高
監
督
行
政
庁
が
文
書
提
出
等
を
拒
否
し
た
と
い
え
る
た
め
に
は
、
本
案
裁

判
所
が
当
該
文
書
提
出
等
を
求
め
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
本
案
裁
判
所
は
当
該
文
書
等
が
判
決
を
下
す
た
め
に
必
要
か
ど
う
か
を
判
断
し
（B

V
er-

w
G
,
B
esch

l.
v
.
15.

8.
2003,

N
V
w
Z 2004,

S
S
.
105

(106)
u
n
d 745

）、
こ
れ
が
否
定
さ
れ
た
場
合
は
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
は
行
わ
れ
な
い
。
文
書
提

出
等
を
求
め
る
関
係
人
は
、
九
九
条
二
項
の
申
立
て
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
本
案
判
決
に
対
す
る
上
訴
に
よ
っ
て
こ
れ
を
争
う
べ
き
と
さ
れ
て
い
る

（O
V
G
 
S
a
a
rlo
u
is,
B
esch

l.
v
.
21.

6.
2002,

N
V
w
Z 2003,

S
.
367

(367f.);
S
.
S
ch
u
ly
,
D
a
s
“in ca

m
era

”
V
erfa

h
ren d

er V
erw

a
ltu
n
g
sg
er-

ich
tso
rd
n
u
n
g
,
2006,

S
S
.
137f.;

J.
B
a
d
er,

A
k
tu
elles V

erw
a
ltu
n
g
sp
ro
zessrech

t,
Ju
S 2005,

S
.
126

(128);
F
.
O
.
K
o
p
p
/W

.-R
.
S
ch
en
k
e,

V
erw

a
ltu
n
g
sg
erich

tso
rd
n
u
n
g
:
K
o
m
m
en
ta
r,
16.

A
u
fl.,

2009,
99 R

n
.
5,
17,

21:
R
.
R
u
d
isile,

in
:
F
.
S
ch
o
ch
/E
.
S
ch
m
id
t-A

ß
m
a
n
n
/

R
.
P
ietzn

er
(H
rsg

.),
V
erw

a
ltu
n
g
sg
erich

tso
rd
n
u
n
g
:
K
o
m
m
en
ta
r
(S
ta
n
d 2003),

99 R
n
.
35c

）。
最
高
監
督
行
政
庁
が
文
書
提
出
等
を
拒

否
し
、
関
係
人
が
申
立
て
を
し
た
場
合
、
上
級
裁
判
所
等
の
専
門
部
は
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
の
実
施
を
義
務
付
け
ら
れ
、
こ
の
点
に
裁
量
は
認
め
ら
れ
な
い

（R
u
d
isile,

a
.a
.O
.,

99 R
n
.
37

）。
専
門
部
は
最
高
監
督
行
政
庁
に
よ
る
文
書
提
出
等
の
拒
否
が
適
法
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
こ
と
に
な
る
。

50
）

秘
密
保
持
の
必
要
性
か
ら
、
文
書
等
に
接
す
る
裁
判
官
を
で
き
る
だ
け
限
定
す
る
た
め
と
さ
れ
て
い
る
（
春
日
・
前
掲
注

34
）一
九
八
頁
）。
わ
が
国

の
イ
ン
カ
メ
ラ
手
続
（
民
事
訴
訟
法
二
二
三
条
六
項
等
）
に
つ
い
て
は
、
文
書
提
出
命
令
手
続
に
お
け
る
文
書
の
見
分
が
本
案
の
心
証
に
影
響
し
う
る
点

が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
（
笹
田
・
前
掲
注

30
）二
一
一
頁
以
下
参
照
）、
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
制
度
を
と
れ
ば
こ
の
問
題
は
解
消
す
る
。
も
っ
と
も
、
情
報

公
開
訴
訟
の
よ
う
に
、
原
告
が
文
書
そ
の
も
の
の
開
示
を
求
め
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
。

51
）

も
っ
と
も
、
非
公
開
審
理
権
説
に
よ
れ
ば
、
憲
法
三
二
条
に
基
づ
く
非
公
開
審
理
は
同
八
二
条
と
は
別
の
枠
組
み
で
と
ら
え
ら
れ
る
か
ら
、
裁
判
官

の
全
員
一
致
の
決
定
は
必
要
な
い
と
さ
れ
る
（
松
井
・
前
掲
注

18
）二
五
六
頁
、
長
谷
部
・
前
掲
注

22
）三
〇
八
頁
）。

52
）

三
宅
弘
・
獨
協
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）
八
八
頁
。

53
）

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
宇
賀
克
也
・
個
人
情
報
保
護
法
の
逐
条
解
説
﹇
第
三
版
﹈

二
〇
〇
九
年
）
一
三
五
頁
以
下
な
ど
参
照
。

54
）

笹
田
・
前
掲
注

30
）二
二
二
頁
参
照
。
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55
）

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
法
で
は
①
と
②
の
い
ず
れ
の
場
合
も
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
よ
っ
て
対
処
し
て
い
る
。

56
）

も
っ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
宣
誓
供
述
書
や
ヴ
ォ
ー
ン
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
に
よ
っ
て
判
断
す
る
の
が
大
半
で
あ
り
、
イ
ン
カ
メ
ラ

審
理
を
実
際
に
行
う
の
は
例
外
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
宇
賀
・
前
掲
注

２
）一
三
九
頁
）。
そ
の
背
景
に
は
宣
誓
供
述
書
の
信
頼
性
が
高
い
と
い
う
事
情

が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
（
鳥
居
俊
一
「
ア
メ
リ
カ
の
情
報
公
開
訴
訟
の
運
用
に
つ
い
て
（
下
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
〇
一
号
（
二
〇
〇
二
年
）
四
八
頁

以
下
参
照
）、
日
本
に
お
い
て
も
同
様
に
考
え
得
る
と
は
必
ず
し
も
思
わ
れ
な
い
。

57
）

こ
の
点
で
参
考
に
な
る
の
が
前
掲
福
岡
高
決
平
成
二
〇
年
五
月
一
二
日
で
あ
る
。
同
決
定
は
、
裁
判
所
が
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
を
「
直
接
見

分
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
た
場
合
に
ま
で
、
実
質
的
な
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
を
否
定
す
る
い
わ
れ
は
な
い
」
と
述
べ
た
上
で
、
①
「
他
に
有

効
・
適
切
な
代
替
手
段
が
な
い
か
」、
②
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
が
「
真
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
直
接
見
分
し
な
け
れ
ば
本
件

不
開
示
決
定
の
当
否
を
適
正
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ど
う
か
」
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
①
被
告
国
が
ヴ
ォ
ー
ン
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
提

出
を
拒
否
し
た
こ
と
、
情
報
公
開
審
査
会
の
調
書
等
も
存
在
し
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
代
わ
り
得
る
有
効
適
切
な
手
段
は
見
当

た
ら
な
い
と
す
る
。
次
に
、
②
行
政
機
関
情
報
公
開
法
五
条
三
号
及
び
五
号
該
当
性
を
理
由
に
不
開
示
と
さ
れ
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
当
該
判
断
は
多
分

に
評
価
的
要
素
を
含
む
か
ら
、

当
該
不
開
示
文
書
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
ま
で
酌
み
取
れ
る
よ
う
に
、
細
部
に
ま
で
わ
た
っ
て
そ
の
内
容
を
正
確
に
把

握
す
る
必
要
性
が
極
め
て
高
い
」
と
し
て
、
上
記
必
要
性
を
肯
定
し
た
が
、
同
条
一
号
該
当
性
を
理
由
に
不
開
示
と
さ
れ
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
体

裁
や
前
後
の
文
脈
等
か
ら
外
務
省
担
当
者
の
個
人
識
別
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
十
分
に
窺
わ
れ
、
ま
た
、
被
告
国
は
公
表
慣
行
（
同
号
た
だ
し

書
イ
）
が
な
い
と
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
、

こ
の
点
の
要
件
該
当
性
に
関
す
る
判
断
に
は
、
評
価
的
要
素
は
一
切
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
判
断
基
準

は
一
義
的
に
明
確
で
あ
る
」
か
ら
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
ま
で
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
認
め
難
い
と
し
、
結
局
、
同
条
三
号
及
び
五
号
該
当
性
を
理
由
と
し

て
不
開
示
と
さ
れ
た
文
書
に
つ
い
て
の
み
、
検
証
物
提
示
命
令
の
申
立
て
を
認
容
し
た
。

58
）

新
堂
・
前
掲
注

16
）六
〇
六
頁
。

59
）

新
堂
・
前
掲
注

16
）六
一
一
頁
。

60
）

平
野
・
前
掲
注

12
）六
九
頁
、
川
嶋
四
郎
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
六
八
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
三
〇
頁
。

61
）

民
事
訴
訟
法
学
説
に
お
け
る
「
憲
法
上
の
口
頭
弁
論
」
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
笹
田
・
前
掲
注

30
）二
一
六
頁
参
照
。

62
）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
つ
い
て
も
、

全
て
の
訴
訟
に
お
い
てV

a
u
g
h
n In

d
ex

が
作
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
問
題
と

な
る
文
書
が
少
な
く
、A

ffid
a
v
it

〔
宣
誓
供
述
書
〕
で
十
分
に
不
開
示
条
項
に
該
当
す
る
こ
と
の
説
明
が
可
能
な
場
合
に
は
、
作
成
さ
れ
な
い
こ
と
も

あ
る
。」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
鳥
居
・
前
掲
注

56
）四
七
頁
。〔
〕
は
引
用
者
の
補
足
）。

63
）

松
井
・
前
掲
注

２
）三
六
七
頁
注

28
）参
照
。
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
法
九
条
一
項
は
、
同
審
査
会
の
権
限
と
し
て
、
諮
問
庁
に
対

し
、
行
政
文
書
等
の
「
提
示
」
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
る
が
、
こ
れ
は
審
査
会
の
委
員
に
行
政
文
書
等
を
直
接
見
せ
る
よ
う
要
求
す
る
権
限
を
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意
味
し
、
審
査
会
に
当
該
文
書
等
を
提
出
さ
せ
て
保
管
す
る
こ
と
ま
で
の
権
限
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
（
総
務
省
行
政
管
理
局
編
・

詳
解
情
報
公
開
法
（
二
〇
〇
一
年
）
一
八
五
頁
）。
ド
イ
ツ
で
は
、
秘
密
保
持
の
必
要
か
ら
、
裁
判
所
で
は
な
く
、
最
高
監
督
行
政
庁
が
定
め
る
場
所
で

文
書
等
を
提
供
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
（
行
政
裁
判
所
法
九
九
条
二
項
八
文
）。

64
）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
扱
い
が
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

In
-ca
m
era

 
In
sp
ectio

n

を
行
う
場
合
、
被
告
行
政
庁
は
、
説

明
の
た
め
の
資
料
（In

-ca
m
era

 
A
ffid

a
v
it

）
と
請
求
対
象
と
な
っ
た
記
録
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
。In

-ca
m
era

 
A
ffid

a
v
it

の
記
載
内
容
は
、
通
常

のA
ffid

a
v
it

と
異
な
る
こ
と
は
な
い
が
、
こ
れ
は
裁
判
所
の
み
が
見
る
こ
と
が
で
き
、
原
告
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、In

-ca
m
era

 
A
ffid

a
v
it

で
は
、
通
常
のA

ffid
a
v
it

よ
り
も
、
よ
り
詳
細
な
説
明
は
可
能
と
な
る
。」

鳥
居
・
前
掲
注

56
）五
一
頁
）。
宇
賀
・
前
掲
注

２
）一
三
九
頁

も
参
照
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
イ
ン
カ
メ
ラ
審
理
に
係
る
中
間
手
続
に
お
い
て
相
手
方
当
事
者
が
提
出
し
た
書
面
（
提
出
等
が
求
め
ら
れ
た
文
書
等
以

外
の
も
の
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
当
該
文
書
等
の
種
類
と
内
容
を
推
認
さ
せ
る
場
合
に
は
、
明
文
規
定
は
な
い
も
の
の
、
当
事
者
に
は
閲
覧
権
は
認
め
ら

れ
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
っ
た
（M

.
R
ed
ek
er /P

.
K
o
th
e,
D
ie N

eu
reg

elu
n
g
 
zu
r Ü

b
erp

ru
fu
n
g
 
v
erw

eig
erter A

k
ten

v
o
rla
g
e im

 
V
er-

w
a
ltu
n
g
sp
ro
zess,

N
V
w
Z
 
2002,

S
.
313

(315);
M
.
R
ed
ek
er,

in
:
K
.
R
ed
ek
er /H

.-J.
v
o
n
 
O
ertzen

,
V
erw

a
ltu
n
g
sg
erich

tso
rd
n
u
n
g
:

K
o
m
m
en
ta
r,
15.

A
u
fl.,

2010,
99 R

n
.
25:

R
u
d
isile,

a
.a
.O
.
(F
n
.
49),

99 R
n
.
38;

S
ch
u
ly
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
49),

S
.
152

）。
し
か
し
、
判
例
は
、

こ
う
し
た
法
的
聴
聞
請
求
権
の
制
限
は
秘
密
保
護
の
た
め
に
必
要
で
は
な
い
と
し
て
、
上
記
の
よ
う
な
書
面
も
当
事
者
に
全
面
的
に
閲
覧
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
し
た
（B

V
erw

G
,
B
esch

l.
v
.
17.

11.
2003,

N
V
w
Z 2004,

S
.
486.

V
g
l.
B
a
d
er,

a
.a
.O
.
(F
n
.
49),

S
.
126

(129);
K
o
p
p
/S
ch
en
k
e,

a
.a
.O
.
(F
n
.
49),

99 R
n
.
20;

H
.
G
eig
er,

in
:
E
.
E
y
erm

a
n
n
/L
.
F
ro
h
ler,

V
erw

a
ltu
n
g
sg
erich

tso
rd
n
u
n
g
:
K
o
m
m
en
ta
r,
13.

A
u
fl.,

2010,

99 R
n
.
18

）。
も
っ
と
も
、
最
高
監
督
行
政
庁
が
専
門
部
へ
の
文
書
提
出
等
も
で
き
な
い
と
す
る
「
特
別
の
理
由
」

行
政
裁
判
所
法
九
九
条
二
項
八

文
）
に
つ
い
て
は
、
明
文
に
よ
っ
て
当
事
者
の
閲
覧
が
否
定
さ
れ
て
い
る
（
同
項
九
文
）。
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